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株式交換に係る事前開示書面

(会社法第794条第 1項及び会社法施行規則第 193条に定める書面)

当社は、当社の連結子会社である株式会社ルミネ (以下、「ルミネ」という。)、 ジエイアール東日

本商業開発株式会社 (以下、「ジェイアール東日本商業開発」という。)、 の 2社 (以下、総称して
「対

象連結子会社 2社」という。)を株式交換完全子会社とする株式交換 (以下、ルミネとの株式交換を

「本株式交換 (ル ミネ )」、ジェイアール東日本商業開発との株式交換を
「本株式交換 (ジェイアール

東日本商業開発)」 、本株式交換 (ルミネ)及び本株式交換 (ジェイアール東日本商業開発)を総称し

て以下、「本株式交換」という。)を行 うことを決定いたしました。       i

本株式交換に関する会社法第 794条第 1項及び会社法施行規則第 193条に定める当社の事前開示

事項は下記の通りです。

記

1.株式交換契約の内容 (会社法第 794条第 1項 )

別紙 1(ル ミネ)、 別紙 2(ジェイアール東日本商業開発)の とおりです。

.会社法第 768条第 1項第 2号及び第 3号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 (会

社法施行規則第 193条第 1号)

当社は、本株式交換に関して、会社法 768条第 1項第 2号及び第 3号に掲げる事項についての

定めの相当性に関して、それぞれ次のように判断しております。

(1)本株式交換に係る割当の内容

【1】 本株式交換 (ルミネ)

当社

(株式交換完全親会社 )

ルミネ

(株式交換完全子会社)

本株式交換に係る

割当比率
1 0.90

本株式交換により

交付する株式数
当社普通株式 :2,483,820株 (予定)

注 1.株 式の割当比率
当社は、本株式交換 (ルミネ)に際して、本株式交換 (ルミネ)がその効力を生じる日の前
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日の最終のル ミネの株主名簿に記載又は記録されたルミネの株主 (但 し、当社を除く。)の皆
様に対し、ルミネの普通株式 1株に対して、当社の普通株式 0.90株の割合をもって、割当交

付します。

注 2.本 株式交換 (ル ミネ)に より交付する株式
本株式交換 (ルミネ)に伴 う当社株式の交付にあたっては、当社が保有する自己株式及び
当社が本 国以降に新たに取得する自己株式の一部を充当する予定であり、現時点で本株式交

換における割当に際して新たに株式を発行する予定はありません。当社による本日以降の新

たな自己株式の取得に関しては、2025年 2月 19日 に別途公表しております「自己株式の取得

及び自己株式立会外買付取引 (ToSTヽTeT-3)に よる自己株式の買付けに係る事項の決定に関す

るお知らせ」をご参照ください。

注3.自 己株式の取扱い
ルミネは、本株式交換 (ル ミネ)がその効力を生ずる時点の直前時までに自己株式 (本株式

交換 (ル ミネ)に際して行使される会社法第 785条第 1項に定める反対株主の株式買取請求
に係る株式の買取りによって取得するものを含む。)が生じた場合には、その全部を、効力発
生日の前日までに開催するルミネの取締役会決議により、本株式交換 (ル ミネ)がその効力
を生ずる時点の直前時をもつて消却する予定です。そのため、本株式交換 (ルミネ)によつて

割当交付する株式数については、ルミネの自己株式の消却等の理由により今後修正される可

能性があります。

注4.端 数株式の取扱い

本株式交換 (ル ミネ)に伴い、当社の普通株式 1株に満たない端数の割当交付を受けるこ

ととなるルミネの株主の皆様に対しては、会社法第 234条その他の関連法令の規定に従い、

その端数の合計数 (合計数に 1株に満たない端数がある場合は、これを切 り捨てるものとし

ます。)に相当する当社の株式を売却し、かかる売却代金をその端数に応じて交付します。

【2】 本株式交換 (ジェイアール東日本商業開発)

当社

(株式交換完全親会社 )

ジェイアール東日本商業開発

(株式交換完全子会社 )

本株式交換に係る

割当比率
1 37.0

本株式交換により

交付する株式数
当社普通株式 :77,108株 (予定)

注 1.株 式の割当比率
当社は、本株式交換 (ジェイアール東日本商業開発)に際して、本株式交換 (ジェイアール

東日本商業開発)がその効力を生じる日の前日の最終のジェイアール東日本商業開発の株主



名簿に記載又は記録されたジェイアール東日本商業開発の株主 (但 し、当社を除く。)の皆様

に対し、ジェイアール束日本商業開発の普通株式 1株に対して、当社の普通株式 37.0株の割

合をもつて、割当交付します。

注2.本株式交換 (ジェイアール東日本商業開発)により交付する株式

本株式交換 (ジェイアール束日本商業開発)に伴う当社株式の交付にあたつては、当社が

保有する自己株式を充当する予定であり、本株式交換 (ジェイアール東日本商業開発)にお

ける割当に際して新たに株式を発行する予定はありません。

注3.自 己株式の取扱い
ジェイアール東日本商業開発は、本株式交換 (ジェイアール東日本商業開発)がその効力

を生ずる時点の直前時までに自己株式 (本株式交換 (ジェイアール束日本商業開発)に際し

て行使される会社法第 785条第 1項に定める反対株主の株式買取請求に係る株式の買取りに

よつて取得するものを含む。)が生じた場合には、その全部を、効力発生日の前日までに開催

するジェイアール東日本商業開発の取締役会決議により、本株式交換 (ジェイア=ル
東日本

商業開発)がその効力を生ずる時点の直前時をもつて消却する予定です。そのため、本株式

交換 (ジェイアール東日本商業開発)に よつて割当交付する株式数については、ジェイアー

ル東日本商業開発の自己株式の消却等の理由により今後修正される可能性があります。

注4.端 数株式の取扱い

本株式交換 (ジェイアール東日本商業開発)に伴い、当社の普通株式 1株に満たない端数

の割当交付を受けることとなるジェイアール東 日本商業開発の株主の皆様に封しては、会社

法第 234条その他の関連法令の規定に従い、その端数の合計数 (合計数に 1株に満たない端

数がある場合は、これを切 り捨てるものとします。)に相当する当社の株式を売却し、かかる

売却代金をその端数に応じて交付します。

(2)本株式交換に係る割当の内容の算定の考え方

当社は、本株式交換の株式交換比率の算定にあたり、公正性・妥当性を確保するため、当社及

び対象連結子会社 2社から独立した第二者機関として、デロイ ト トーマツ フアイナンシャ

ルアドバイザリー合同会社を選定し、同第二者機関に対して当社及び封象連結子会社 2社の株

式交換比率の算定を依頼しました。同第二者機関は、上場会社である当社の株式価値に
ついて

は市場株価法、非上場会社である対象連結子会社 2社の株式価値については類似会社比準方式

及び DCF方式により算定しました。

なお、同第二者機関が算定の基礎として用いた対象連結子会社 2社の将来の利益計画 (当社

より同第二者機関に提供)においては、大幅な増減益を見込んでおりません。

以上の結果、当社の普通株式 1株当たりの株式価値を 1と した場合の対象連結子会社 2社の

株式交換比率の算定結果は以下のとおりとなります。



【1】 本株式交換 (ルミネ)

【2】 本株式交換 (ジェイアール東日本商業開発)

算定方法
株式交換比率の算定結果

当社 ジェイアール東日本商業開発

市場株価法 類似会社比準方式 38.47 55.43

DCF方式 26.86 40.14

当社及び対象連結子会社 2社は、上記の株式交換比率の算定結果を参考に、それぞれ当事者

間で協議を行ったうえ、本株式交換に係る割当比率をそれぞれ決定いたしました。

(3)本株式交換の対価として当社株式を選択した理由
本株式交換において当社株式が対価とされることは、本株式交換による当社の普通株式の取

得を通じて、引き続き当社グループの成長及び本株式交換により生じることが期待されるシナ

ジーの実現による利益を享受いただくことが、ルミネ及びジェイアール東日本商業開発の株主

の皆様の利益に資すると考えております。また、当社の普通株式は東京証券取引所プライム市

場において取引が可能であり、本株式交換後、随時現金化の機会を確保できることから、ルミ

ネ及びジェイアール東日本商業開発の株主の皆様の利益の観点で望ましいスキームであると考

えております。

(4)当社の資本金及び準備金の額に関する事項についての定めの相当性に関する事項
本株式交換により増加する当社の資本金及び準備金の額は、会社計算規則第 39条の規定に従

Vヽ、当社が別途定める金額とします。かかる扱いは、法令及び当社の資本政策に鑑み、相当であ

ると考えております。

3.会社法第 768条第 1項第 4号及び第 5号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 (会
社法施行規則第 198条第 2号 )

該当事項はありません。

4.株式交換完全子会社についての次に掲げる事項 (会社法施行規則第 193条第 3号 )
(1)最終事業年度に係る計算書類等の内容

別紙 3(ルミネ)及び別紙4(ジェイアール東日本商業開発)の とおりです。

算定方法
株式交換比率の算定結果

当社 ル ミネ

市場株価法 類似会社比準方式 0,70 1.10

DCFノケテヽ 0.72 0.98

(2)最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容



該当事項はありません。

(3)最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の

状況に重要な影響を与える事象の内容

【1】 ルミネ

該当事項はありません。

【2】 ジェイアール東日本商業開発

該当事項はありません。

5。 当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他
の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 (会社法施行規則第 193条第 4号)

(1)無担保社債の発行

当社は、無担保社債を下記の条件にて発行しております。なお、この発行は、年度の発行総額

等を定めた 2024年 4月 30日 開催の取締役会の決議に基づくものであります。

ア 第 199回無担保社債 (10年債)

発行総額        180億 円

発行価額        額面 100円 につき金 100円

利率         年 1.320%

払込期日        2024年 7月 12日

償還期日        2034年 7月 12日

手取金の使途      有利子負債の償還資金等に充当

イ 第 200回無担保社債 (20年債 )

発行総額        60億 円

発行価額        額面 100円 につき金 100円

利率         年 2.120%

払込期日        2024年 7月 12日

償還期日        2044年 7月 12日

手取金の使途      有利子負債の償還資金等に充当

ウ 第 4回ユーロ

発行総額

発行価額

利率

払込期日

償還期日

・ユーロ建グリーンボン ド・普通社債

700百万ユーロ (1,127億円)

額面の 100.000%

年 3.533%

2024年 9月 4日

2036年 9月 4日



手取金の使途 グリーン適格基準を満たすプロジェクトに充当

工 第 1回ユ●口・ポンド建グリーンボンド・普通社債
発行総額        600百 万ポンド (1,146億円)

発行価額       額面の 100.000%

利率         年 5.562%

払込期日        2024年 9月 4日

償還期日        2054年 9月 4日

手取金の使途      グリーン適格基準を満たすプロジェクトに充当

オ 第 7回サステナビリティボンド (10年債 )
発行総額        150億 円

発行価額        額面 100円 につき金 100円

利率         年 1.395%

払込期日        2025年 1月 17日

償還期日        2035年 1月 17日

手取金の使途     「鉄道設備 (ホームドア整備 )」 、「水力発電 (信濃川発電所老朽取替
工事等)」 ならびに「地方創生・地域活性化 (」R東日本ローカルス

ター トアップ投資事業有限責任組合、JRE Local Hub燕三条)」

に充当

力 第 201回無担保社債 (20年債)
発行総額        16o億 円

発行価額        額面 100円 につき金 100円

利率         年 2.170%

払込期日        2025年 1月 17日

償還期日        2045年 1月 17日    ・

手取金の使途      有利子負債の償還資金等に充当

(2)中間配当の実施

2024年 10月 31日 開催の取締役会において、第 38期 (2024年 4月 1日 ～2025年 3月 31日 )

の中間配当を次のとおり行 う旨決議いたしました。

ア 中間配当による配当金の総額         29,492百 万円

イ 1株当たりの金額                   26円
ウ 支払請求権の効力発生日ならびに支払開始日 2024年 12月 2日

(3)会社分割の実施

当社は、2025年 1月 1日 を効力発生日として、会社分割 (簡易吸収分割)の方法により、当
社の不動産の流動化及び流動化により獲得する資金の再投資 (回転)を 目的とした社有地の開



発・賃貸等事業に係る権利義務を」R東日本不動産株式会社に対して承継いたしました。

6.株式交換が効力を生ずる日以降における当社の債務の履行の見込みに関する事項 (会社法施行

規則 193条第 5号 )

会社法第 799条第 1項の規定により、本株式交換について異議を述べることができる債権者は

いないため、該当事項はありません。

以上



別紙 1 ルミネとの株式交換契約

株式交換契約書

東日本旅客鉄道株式会社 (以下「甲」という。)と株式会社ルミネ (以下「乙」という。)
とは、2025年 2月 19日 (以下「本締結日」という。)付で、以下のとおり株式交換契約 (以
下「本契約」という。)を締結する。

第 1条 (株式交換)                            ィ

甲及び乙は、本契約の定めに従い、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全子会社と

する株式交換 (以下「本株式交換」という。)を行い、甲は本株式交換により乙の発行済株

式 (但 し、甲が所有する乙の株式を除く。以下同様とする。)の全部を取得する。

第 2条 (当事会社の商号及び住所)

甲及び乙の商号及び住所は、以下のとおりである。

甲  商号 :東日本旅客鉄道株式会社
住所 :東京都渋谷区代々木二丁目2番 2号

商号 :株式会社ルミネ

住所 :東京都渋谷区代々木二丁目2番 2号

第 3条 (効力発生日)

本株式交換がその効力を生じる日 (以下「効力発生日」という。)は、2025年 3月 19日 と

する。但し、本株式交換の手続進行上の必要性、その他の事由により必要な場合は、甲乙

協議の上、書面により効力発生日を変更することができる。

第 4条 (株式の割当て)

と.甲は、本株式交換に際して、効力発生日の前鳳の最終の乙の株主名簿に記載又は記録さ
れた株主 (但 し、甲を除く。以下「本割婆対象株主」という。)に対して、その保有す
る乙の普通株式の数の合計にo,9oを乗じて得た数の甲の普通株式を交付する。

2.甲 は、本株式交換に際して、本割当対象株主に対し、その所有する乙の普通株式 1株に
つき、甲の普通株式 o。 9o株の割合をもあて、月J項の甲の普通株式を割り当てる。

3.前項に従い、甲が本割当対象株主に対して書どり当てるべき甲の普通株式の数に 1株に満
たない端数があるときは、甲は、会社法第 234条その他の関係法令の規定に従いこれを

処理する。

第 5条 (甲の資本金及び準備金の額)

本株式交換により増加する甲の資本金及び準備金の額は、会社計算規則第 39条の規定に

従い甲が別途定める金額とする。

kt建

乙
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第 6条 (株主総会)

1.甲は、会社法第 796条第 2項の規定により、本契約について会社法第 795条第 1項に

定める株主総会の承認を受けることなく本株式交換を行う。

2.乙 は、会社法第 784条第 1項の規定により、本契約について会社法第 783条第 1項に

定める株主総会の承認を受けることなく本株式交換を行う。

第 7条 (善管注意義務)

甲及び乙は、本契約締結日後効力発生日までの間、善良なる管理者の注意をもって各自の

業務を執行し、一切の財産の管理を行い、その財産及び権利義務について重大な影響を及

ぼす事項については、あらかじめ甲乙協議の上合意して実行する。

第 8条 (反社会的勢力の排除)

1.甲及び乙は、自らが反社会的勢力 (暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5

年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼう
ゴ

ロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じとする。)に現在

及び将来にわたって該当しないこと、並びに、反社会的勢力と次の各号の一にでも該当

する関係を現在及び将来にわたつて有しないことを誓約する。

(1)反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること

(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること

(3)自 己、自社もしくは第二者の不正の利益を図る目的又は第二者に損害を加える目的

をもって、不当に反社会的勢力を利用すること

(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をして
いるこ

と

(5)そ の他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的
に非難

されるべき関係を有すること

2.甲及び乙は、自己又は第二者を利用して次の各号の行為を行ってはならない。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計又ぃ威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を

妨害する行為

(5)そ の他前各号に準ずる行為

3.甲及び乙は、反社会的勢力への該当性の判断の為に調査を要すると判断した場合、相手

方に対し調査に協力するよう求めることができる。相手方は、これに必要な資料を提出

しなければならない。

4.甲又は乙は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が本条の規定に違反し

た場合、何ら催告等の手続を要せず、甲と乙の間にて締結された全ての契約を解除する

2



ことができるものする。この場合、契約の解除を行った当事者は、相手方に損害が生じ

ても何らこれを賠償ないし補償することを要しない。また、解除を行った当事者に損害

が生じたときは、相手方はその損害を賠償する。

第 9条 (本契約の解除等)

1,本契約締結日から効力発生日の前日までの間に、甲又は乙の資産若しくは経営状態に
重大な変動が生じた場合、本株式交換の実行に重大な支障をきたす事態が生じた場合、

その他本契約の目的の達成が困難となった場合は、甲乙協議の上、本株式交換の条件

その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。

2.甲及び乙は、本契約締結日から効力発生日の前日までの間に、相手方が本契約の条項
に違反した場合には、相当の期間を定めて相手方に是正することを催告し、その期間

内に是正されないときは、本契約を解除することができる。

第 10条 (本契約の効力)

本契約は、法令に定める関係官庁の承認が得られない場合、又は本契約が解除された場合

には、その効力を失う。

第 11条 (準拠法)

本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。

第 12条 (管轄裁判所)

甲及び乙は、本契約に関連する一切の紛争にっいては、東京地方裁判所を第一審の専属的

合意管轄裁判所とすることにつき合意する。

第 13条 (誠実協議)

本契約に定めるもののほか、本株式交換に関して必要な事項について疑義が生じた場合、

当事者は誠実に協議の上、信義誠実の原則に従って解決する。

この合意の証として、本契約書 2通を作成し、甲乙双方記名押印の上各 1通を保有する。
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ユθ定す 年2月 r′ 日

(甲)東京都渋谷区代々木二丁目2

東日本旅客鉄道株式会社

代表取締役社長 喜勢

(乙 )イ東京都渋谷区代 木々二丁目2番 2号

株式会社ルミネ

代表取締役社長 表
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別紙 2 」R東 日本商業開発との株式交換契約

株式交換契約書

東日本旅客鉄道株式会社 (以下「甲」という。)と ジェイアール東日本商業開発株式会社 (以

下「乙」という。)と は、2025年 2月 19日 (以下「本締結日」という。)付で、以下のとお
り株式交換契約 (以下「本契約」という。)を締結する。

第 1条 (株式交換)

甲及び乙は、本契約の定めに従い、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全子会社と

する株式交換 (以下「本株式交換」という。)を行い、甲は本株式交換により乙の発行済株
式 (但 し、甲が所有する乙の株式を除く。以下同様とする。)の全部を取得する。

第 2条 (当事会社の商号及び住所)

甲及び乙の商号及び住所は、以下のとおりである。

甲  商号 :東日本旅客鉄道株式会社
住所 :東京都渋谷区代々木二丁目2番 2号

乙 商号 :ジェイアール東日本商業開発株式会社

住所 :東京都立川市柴崎町三丁目2番 1号

第 3条 (効力発生日)

本株式交換がその効力を生じる日 (以下「効力発生日」という。)は、2025年 3月 19日 と

する。但し、本株式交換の手続進行上の必要性、その他の事由により必要な場合は、甲乙

協議の上、書面により効力発生日を変更することができる。

第 4条 (株式の割当て)
1.甲は、本株式交換に際して、効力発生日の前日の最終の乙の株主名簿に記載又は記録さ
れたオ朱主 (但 し、甲を除く。以下「本割当対象株主」という。)に対して、その保有す
る乙の普通株式の数の合計に 37.0を 乗じて得た数の甲の普通株式を交付する。

2.甲は、本株式交換に際して、本割当対象株主に対し、その所有する乙の普通株式 1株に
つき、甲の普通株式 37.0株の割合をもって、前項の甲の普通株式を割 り当てる。

3.前頂に従い、甲が本割当対象株主に対して割 り当てるべき甲の普通株式の数に 1株に満
たない端数があるときは、甲は、会社法第 234条その他の関係法令の規定に従いこれを

処理する。

第 5条 (甲の資本金及び準備金の額)

本株式交換により増加する甲の資本金及び準備金の額は、会社計算規則第 39条の規定に

従い甲が別途定める金額とする。
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第 6条 (株主総会)

1.甲は、会社法第 796条第 2項の規定により、本契約について会社法第 795条第 1項に

定める株主総会の承認を受けることなく本株式交換を行う。

2.乙は、会社法第 784条第 1頂の規定により、本契約について会社法第 783条第 1項に

定める株主総会の承認を受けることなく本株式交換を行う。

第 7条 (善管注意義務)

甲及び乙は、本契約締結日後効力発生日までの間、善良なる管理者の注意をもって各自の

業務を執行し、一切の財産の管理を行い、その財産及び権利義務について重大な影響を及

ぼす事項については、あらかじめ甲乙協議の上合意して実行する。

第 8条 (反社会的勢力の排除)

1.甲及び乙は、自らが反社会的勢力 (暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5

年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ばう
ゴ

ロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じとする。)に現在

及び将来にわたって該当しないこと、並びに、反社会的勢力と次の各号のiにでも該当

する関係を現在及び将来にわたって有しないことを誓約する。

(1)反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること

(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること

(3)自 己、自社もしくは第二者の不正の利益を図る目的又は第二者に損害を加える目的

をもって、不当に反社会的勢力を利用すること

(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をして
いるこ

と

(5)そ の他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的
に非難

されるべき関係を有すること

2.甲及び乙は、自己又は第二者を利用して次の各号の行為を行ってはならない。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を

妨害する行為

(5)そ の他前各号に準ずる行為

3.甲及び乙は、反社会的勢力への該当性の判断の為に調査を要すると判断した場合、相手

方に対し調査に協力するよう求めることができる。相手方は、これに必要な資料を提出

しなければならないЬ

4.甲又は乙は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が本条の規定に違反し

た場合、何ら催告等の手続を要せず、甲と乙の間にて締結された全ての契約を解除する
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ことができるものする。この場合、契約の解除を行った当事者は、相手方に損害が生じ

ても何らこれを賠償ないし補償することを要しない。また、解除を行った当事者に損害

が生じたときは、相手方はその損害を賠償する。

第 9条 (本契約の解除等)

1.本契約締結日から効力発生日の前日までの間に、甲又は乙の資産若しくは経営状態に
重大な変動が生じた場合、本株式交換の実行に重大な支障をきたす事態が生じた場合、

その他本契約の目的の達成が困難となった場合は、甲乙協議の上、本株式交換の条件

その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。

2.甲及び乙は、本契約締結日から効力発生日の前日までの間に、相手方が本契約の条頂
に違反した場合には、相当の期間を定めて相手方に是正することを催告し、その期間

内に是正されないときは、本契約を解除することができる。

第 10条 (本契約の効力)

本契約は、法令に定める関係官庁の承認が得られない場合、又は本契約が解除された場合

には、その効力を失う。

第 11条 (準拠法)

本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。

第 12条 (管轄裁判所)

甲及び乙は、本契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的

合意管轄裁判所どすることにつき合意する。

第 13条 (誠実協議)

本契約に定めるもあのほか、本株式交換に関して必要な事項について疑義が生じた場合、

当事者は誠実に協議の上、信義誠実の原則に従って解決する。

この合意の証として、本契約書 2通を作成し、甲乙双方記名押印の上各 1通を保有する。
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2025年  2月  19日

(乙 )東京都立川市柴崎町三丁目2番 1号
ジエイアール東日本商業開

代表取締役社長 石黒
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自

至

事 業 報 告

2023年 4月  1日
2024年 3月 31日

1株式会社の現況に関する事項

(1)事業の経過及びその成果

当事業年度における我が国の経済は、世界的な金晶虫引締めに伴 う影響や中国経済の先行き懸念、

中東地域をめぐる不安定な情勢など景気を下押しするリスク要因が発生する中、2023年 5月 の新型

コロナウイルスの第 5類移行後には雇用・所得環境が緩やかに改善し、2024年 2月 には日経平均株

価が過去最高を記録 しました。流通・小売業界においては、外出機会が増加 したことで通勤やオケ

ージョン需要が回復したことに加えて、円安による訪 日外国人の増加に伴い、買い物だけでなく宿

泊・飲食・文化体験などに関連する「コ ト消費」の伸びが顕著に見られました。

このような経営環境の中、当社では経営理念である「the Life Value Preseiterぉ 客さまの思い

の先をよみ、期待の先をみたす。」に今一度立ち戻 り、2021年度よリスター トした 3ヵ 年の中期経

営計画 「SPIRAL2023-Expand the Value―」の最終年度として、さまざまな施策を果敢に実行するこ

とで新たなライフバ リューの創造に取 り組みました。

業種業態改革については、コロナ禍により停滞していた出店者の新規出店及び新規業態開発が復

調傾向に反転し、2023年秋には立川店 lF食物販やニュウマン横浜店のリニューアル、2024年春に

はニュウマン新宿店エキす力や新宿店 L1/L2リ ニューアルなどの大規模改装を実施し、合計で約 260

ショップを新規にオープンしました。また、世界初ブランドの「MUCHA」 、初のリアル店舗である韓

国 ブ ラ ン ド「nugu」 、藤 田ニ コル 氏 が ク リエ イ テ ィブデ ィ レク タ
ー を務 め る 「CALNAMUR」 な ど、話

題性のあるショップを積極的に導入 しました。その結果、2023年度の改革率は区画比 13.8%、 面積

,ヒ 11.3%と なりました。特に新宿店では区画比 22.9%、 ニュウマン新宿店では区画比 23.5%と 業

種業態改革の目標である改革率 20%を達成 し、既存店にも好影響をもたらしました。

インバウンド施策については、旅マエ施策として台湾、シンガポール及びジヤカルタの トラ
ベル

フェアに出展することでル ミネの認知度向上を図り、旅ナカ施策としては、春節に向けて多くのフ

ォロワーを要する KOLや小紅書 (RED)な どの訪 日外国人が利用する SNSを通じて情報を発信 しまし

た。その結果、ニュウマン新宿店の紹介動画は約 6万回の再生数を獲得し、インバウンド需要の取

り込みに一定の成果を上げました。各店においては、インバウンドコンシェルジュの配置、
「ホテル

メ トロポリタン池袋」との相互送客施策、新宿 3館における「JR EAST PASS」 や 「」R TOKYO Wide

Pass」 と連携 したインバウンドクーポン配布などの施策を実施 し、旅ナカにおけるル ミネ館内での

購買を促進 しました。また、グローバル拠点であるル ミネシンガポール店において滋賀県高島市と

の協業による日本酒の試飲や扇子などの物産品販売を実施 し、ジャカルタにおいては高級
モール

「Ashta DistrictS」 内の店舗を 4月 にリニューアル、10月 には南ジャカルタの高級モール
「Plaza

Senayan」 にてポップアップショップをオープンし、新たな事業展開とローカルブラン ドとの協業を

加速させたはか、東南アジアにおけるル ミネブランドの情報発信に努めました。その結果、2023年

度のインバウン ド売上は 10,862百万円 (2018年度比 153.6%)と なり、過去最高を記録 しました。
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独自性のある販売促進施策については、有楽町店にて「Tokyo Creative Salon」 とコラボレーシ

ョンしたダンスイベン トやランウェーショーなどのスペシャルイベン トを開催、ル ミネエス ト店で

は「韓国に行きたい !を新宿で叶える。」をコンセプ トに、若年顧客層に人気の韓国ブランドやグル

メキッチンカーで館内をジャックする「The Newest Seoul Trip」 を新宿東口駅前広場で開催 し、大

盛況となりました。顧客ロイヤルティ向上の取組みとしては、会員アプリ「ONE LUMINE」 のアンケ
ー トを通 じて店頭接客を評価・数値化する NPSデータを活用 し、ショップの売場づくりや接客品質
の改善に役立てました。ショップスタンフの接客スキル認定制度 「ル ミネス ト」については、ル ミ

ネス トギール ド13名 を認定、ル ミネス トアカデ ミーを実施 しショップと一体となって接客品質を高
いレベルで維持する取組みを継続 したほか、ル ミネス トなどル ミネでの勤務経験者 とショップを繁
ぐジョブマンチングコミュニティー「ルミナーズ」のサービスを通して、ル ミネスタンフの新たな

活,雇の場を創出するとともに、ションプのスタンフ確保に貢献しました。

地域共創の取組みとしては、「愛せるものを食べましょう」をコンセプ トに、首都圏での暮らしで

は接点が少ない食の奥深さや多様性に出会 う機会を提供する「ルミネアグリプロジェク ト」におい

て、列車による荷物輸送サービス「はこビュン」との連携による長野県安曇野市の朝採れ野菜の販
売や、「やまなしフインマルシェ」の開催、障がい者支援 「Sweet Heart Project」 との協業など、
ル ミネが生産者 とお客さまをつなぐ架け橋 として新たな価値提供を行いました。また、「TAKANAWA
GATEWAY CITYま ちびらき前年祭 in March」 においては震災復興支援 と北陸新幹線延伸記念として
石川県の物産品を販売し、街の賑わい創出に貢献しました。

JR東 日本グループ連携施策については、2月 にル ミネ全館 (約 3,000シ ョップ)で JRE POINTの
サービス拡大を行い、お買い上げ金額に応 じて新幹線の新 しい旅行サービス「どこかにビューーン !」

クーポンプレゼン トなどの連携キャンペーンを実施 しました。また、JR東 日本保有の移動・購買デ
ータを活用する WEB広告「JRE Ads」 による既存顧客以外のお客さまに対する広告配信や、ル ミネエ
ス ト店において Blイ ベントスペースを爛JR東 日本クロスステーションより譲受 し活用するなど、
グループ内の事業適正化及び活性化を図りました。その他、」RE Workation Pass2023を 活用 した福
島県でのサステナビリティワーケーション実施や、復興ツーリズムを活用した仙台への社員旅行実
施など、グループのアセントを最大限に活用しました。

ESG経営の推進については、脱炭素社会を目指 し、」R東 日本グループロ標 「ゼロカーボン・チャ
レンジ 2050」 の達成に向けて取組みを推進 しました。2021年に大宮店においてションピングセンタ
ー初導入となったカーボンニュー トラル都市ガス (CNL)を 、2023年 5月 に適合する全 7館で導入
したほか、再生エネルギー電力を町田店にて活用 し、その結果として Co2排 出削減量は年間約 4,500t―
Co2と なりました。また、食品廃棄物のリサイクルにも積極的に取 り組み、12館にてフー ドリサイ
クルを導入 しました。その他(アイル ミネにおいては、ル ミネ・ニュウマン店頭受取マイバング推
進キャンペーンや 2次流通サービスを提供するラグタグとの協業による衣料品買取キャンペーンな
ど、サステナブルにファッションを楽 しむ方法を提案することで新しい顧客層の開拓を図りました。

各事業を支える基盤構築については、特に女性が働きゃすい環境づくりに取り組みました。育児
休業中の社員に向けた情報共有会では、育児に関する情報や育休社員間の交流を図ることで、復職
への不安軽減やスムーズな職場復帰を後押 ししました。また、社員同士で良い行動への称賛をポイ
ン トと共に贈 り合 う社内コミュニケーションツール 「ル ミポス」の全社導入や、四半期ごとにル ミ

ネ本社各部の取組みを紹介する動画 「るみちやんねる」の制作、配信を通 して、風通 しの良いポジ

ティブな組織風土づくりと社内業務の相互理解を促進 しました。

以上の通 り、各種施策に取り組んだ結果、2023年度の売上高 (シ ョンプ取扱高)は 3,558億 99百
万円、前年比 108.7%、 営業収益は 725億 66百万円、前年比 106.7%、 営業利益は 123億 74百万
円、経常利益は 128億 59百万円、当期純利益は 28億 46百万円となりました。
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(2)設備投資及び資金田違の状況

当事業年度においては、シヨップのリニューアルに伴 う業種業態改革工事、中長期的な更新計画

に基づく老朽取替工事、既存設備のスペックアップに関する環境改善工事、ソフ トウェアの構築及

び改修に伴 うデジタル投資などを行いました。また、工事に関する人件費の高騰に
ついては適正な

コス トコン トロールに努め、資材の調達についても関係各所と綿密にスケジュールを調整 し、資材

の納期遅れを回避することで工事による休業期間の極小化に取 り組みました。

新規開発工事では、100年先の心豊かなくらしづくりを標榜 し」R東 日本グループの総力を挙げて

取 り組む 「高輪ゲー トウェイシティ開発」や 「新宿中央エキナカ開発」工事のほか、
「有楽町駅銀

座 口将来開発」の設計・工事発注に関する投資などを行いました。老朽取替工事では、大宮店
の夕

―ボ冷凍機チラー化、横浜店のエレベーター更新など、環境改善工事では、大宮店のお客さま用 ト

イレ改装、町田店の総合サービスカウンター新設、立川店の屋上改装などを行ヤヽました。デ
ジタル

投資については、JRE POINTサ ービス拡大に伴 うシステム改修、インボイス封応のシステ
ム改修、

WEB決済アプリの開発などを行いました。

これ らの結果、当事業年度の設備投資総額は 49億 35百万円となり、全て自己資金で賄いました。

(3)直前 3事業年度の財産及び損益の状況

(4)対処すべき課題

2024年度においては、引き続き国内及び訪日旅行による人々の動きは活発になり、賃上げによる

消費の下支えや企業の積極的な設備投資など、足元の景気が堅調に推移する要因が見込まれる一方

で、雇用流動化の進行や金利と為替の変動など、社会情勢の不確実性が懸念されます。また、サ
ス

テナビジティを重視する傾向が一層高まることが予想される中、消費者の価値観や購買行動の変化

にいち早く対応しながら、リアル店舗を基点として独自価値を提供することが求められます。

このように、事業を取り巻く環境が大きな転換期にある中で、当社はライフ
バ リユープレゼンタ

ーとして「100年先の豊かな未来に向けて、地球 ,社会課題をル ミネらしく楽しく解決 し、ル ミ卒か

ら日本を元気にする」ことが使命であると考え、その強い思いを込めて、4ヵ 年の中期経営計画

「SPIRAL2027～ Global&Sustainable～ 」及び 2024年度事業計画を策定しました。グローバルの

視点から日本の価値を改めて捉え直し、国内外を問わず様々なパー トナーとの協業を通 じて、世界

中のお客さまに支持 していただけるグローバルブランドとなることを目指します。

2024年度の事業戦略としては、年齢軸ではなく価値観軸でお客さまを捉えた施策を実行 します。

エ リアごとの顧客特性を的確に把握 し、既存の業種業態改革では表現できなかつた
エンタメやアー

トなどの新 しいコト体験の提供や、」RE POINTデータを活用 した非ル ミネカー ド顧客
へのアプロー

3

区分
第 55期
(2020年度 )

第 56期
(2021年度 )

第 57期
(2022年度 )

第 58期
(当 事業年度 )

(2023年度)

売 上 高
(千円)

52,609,795 59,044,362 67,986,670 72,566,602

当期純利益

(千円)
△ 7,900,693 1,645,586 6,324,449 2,846,042

1株当た り
当期純利益

△112円 26銭 23円 38α尭 89円 8α践 40円 44銭

純 資 産
(千円)

109,375,789 111,068,919 117,522,380 120,624,363



チを行 うことにより、次世代顧客となりうる若年層を含めた新たな顧客層の拡張を図ります。また、
バーゲン・10%オ フキャンペーンの実施期間と内容の見直しや、ル ミネのメディア価値の活用、既
存事業の運営を通じて蓄積 してきたノウハウを活用 した包括的な PM受託事業の開拓など、新たな収
益モデルの確立に取 り組んでいきます。

インバウンド需要の取 り込みについては、引き続き中国、呑港、台湾及び韓国からの訪 日旅行客
にフォーカスした旅行博への出展など「旅マエ」施策による認知拡大と平行 して、ホリデーシーズ

ンに合わせた企画の実施や、フロアガイ ド及び免税カウンターのサービス拡充など、「旅す力」にお

ける感動体験と1医適な買い物体験を提供します。

人財・組織戦冊各としては、多様な人財が能力と経験を存分に発揮できる環境づくりを目指 して、

若手社員の提案 とチャレンジをサポー トする「若手チャレンジ予算」の新設や、「ル ミポス」を活用
した一人ひとりの強み・らしさの可視化 とく互いの違いを尊重 し伸ばし合 う企業風土の醸成に取 り

組みます。また、営業管理システムの更新などにも取 り組むことで、店舗スタンフの業務効率を改

善し、顧客感動を生み出す店舗づくりや接客力向上に注力できる環境を整備 します。

サステナビリティの取組みとしては、2024年 4月 1日 より、全施設の電力 100%を クリーンエネ
ルギー化 します。全 17拠点の電力について、環境価値や食品廃棄物を活用 した再生可能エネルギー
電力の導入などを行い、100年先の未来に向け、脱災素社会への取組みを大きく前進 させます。これ
による Co2排出削減量は約 30,000t―C02を 見込んでお り、2022年度実績値ベースで全エネルギー
の約 80%を削減することとなります。また、や りがい 。生きがいの創出をベースとしたル ミネオリ
ジナルの人権方針策定や女性活躍推進法に基づく基本計画の推進、海外視察研修における DEIBプ ロ
グラムの導入など、会社全体でサステナビリティに関する意識醸成を図ります。

地域共創の取組みについては、「ル ミネアグリプロジェクト」において茨城県鉾田市と協業し、新

宿 3館のレス トランでの鉾田市産メロンを使用 したオリジナルメニュエの提供や、初の取組みとし
て ONE LUMINEを 活用 した農産物のプレゼン トキャンペーンを実施するなど、独自価値のある施策を
実施 します。その他、地元出店者との協業によるマルシェやワークションプの開催による地域の魅
力発信や、「ル ミネがあるから住みたくなる」ような、独自価値のあるコンテンンを創出します。
上記の実現 I手 向けて、ル ミネで働 くすべての人がライフバ リュープレゼンターとしての自覚を持
ち、失敗を恐れることなく果敢にチャレンジし続けることで、中期経営計画及び 2024年度事業計画
において設定した定量・定性 目標達成に向けて邁進 します。

(5)主要な事業内容 (2024年 3月 81日 現在)

商業駅ビル形式による店舗等の管理及び運営
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(6)主要な事業所 (2024年 3月 31日 現在)

本      社

大   官   店
北 千 住 店

池   袋   店
有 楽 町 店

新   宿   店
ル ミネ エ ス ト店

立   川   店
横   浜   店
町   田   店
荻   窪   店
大   船   店
藤   沢   店
川   越   店
ニュウマ ン新宿店

ニュウマ ン横浜店

東京都渋谷区

埼玉県さいたま市大宮区

東京都足立区

東京者卜豊島区

東京都千代田区

東京都新宿区

東京都新宿区

東京都立川市

神奈川県横浜市西区

東京都町田市

東京都杉並区

神奈川県鎌倉市

神奈川県藤沢市

埼玉県川越市

東京都新宿区

神奈川県横浜市西区

(7)使用人の状況 (2024年 3月 31日 現在)

(注)使用人には、常勤嘱託 27人、東 日本旅客鉄道株式会社からの出向者 25人、株式会社 JR

東 日本情報システム等からの出向者 5人、契約社員及びパー ト・アルバイ ト85人を含んで

おります。

(8)重要な親会社及び子会社の状況 (2024年 3月 31日 現在)

①―ア 親会社の状況
当社の親会社は東日本旅客鉄道株式会社で、当期末において当社の普通株式を 硫 9‰ 200株

(出資比率 95.1°/Ol保有しており、当社は東日本旅客鉄道株式会社から駅ビル用地等を賃借し

ております。

①―イ 親会社等との取引に関する記載
当社は、親会社等との取引に関して、市ナリ

"ユ

実勢価格や市場金利等を働案して取引条件等を決

定しておりますので、妥当性はあると考えております。また、当社取締役会を中心とした当社

独自の意思決定を行つており、意思決定手続きの正当性については問題無いものと考えており

ます。

使用人数 前期末比増減 平均午齢 平均勤続年数

男 167人 10人増 44.01才 10,74年

女 531人 13人増 33.27才 8.93年

計 698人 23人増 35.85才 9.36年
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②―ア 子会社の状況
当社は、当期末において当社の子会社に以下の出資を行つてお り、株式会社ル ミネクリエー

ンに対 して警備業務を委託しているほか、株式会社ル ミネアツシエーツに対する駅ビル内店舗

区画の賃貸等、LUMINE SINCAPORE PTE.LTD.に対する継続的商品売買取引等、株式会社ミュープ
ランニング及び株式会社 STABLESに 対する店舗運営に関する業務委託等を行ってお ります。

名 称 資本金 出資比率 主要な事業内容

l本ハルミネクリエーツ 20百万円 100.0% 保安警備業、建物の保守管理

脚ル ミネアツシエーツ 25百万 円 100.0%
衣料品、雑貨等の販売及び飲食店、広告代
理店業

爛ル ミネ リブー ト 360百 万 円 88.1% ゴルフ場経営

LUMINE SINCAPORE
PTE.LTD.

1,208万

シンカ
゛
ホ
°―ルト
ヾ
ル
100.0%

不動産販売、賃貸、仲介及び管理業、衣料
品、食料品等の卸、販売及び輸出入業

爛ミュープランニング 87百万 円 63.6% 商業店舗の企画、設計、施工

停,STttBLES 51百万円 100.0% 飲食店の開発、運営

②―イ 子会社等との取引に関する記載
当社は、子会社等との取引に関して、市場実勢価格や市場金利等を勘案 して取引条件等を決

定しておりますので、妥当性はあると考えてお ります。また、当社取締役会を中心とした当社
独 自の意思決定を行っており、意思決定手続きの正当性については問題無いものと考えてお り

ます。

(9)主な借入先 (2024年 3月 31日 現在)

該当する事項はありません。

2株式の状況 (2024年 3月 31日 現在)

(1)発行可能株式数      18Q∞ 鋭OIXl株
(2)発行済株式の総数     70,3孔 (XX)株
(3)株主数             9鶉
(4)大株主 (自 己株式を除く発行済株式の総数の 10分の 1以上の株式を有する株主)

株主名
当社への出資状況

持株教 持株比率

東日本旅客鉄道い 66,926,200本未 95.10%
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3会社役員の状況

(1)取締役及び監査役の状況 (2024年 3月 31日 現在)

地  位 氏  名 担当及び重要な兼職の状況等

取 締 役 会 長

代表取締役社長

常 務 取 締 役

常 務 取 締 役

常 務 取 締 役

常 務 取 締 役

常 務 取 締 役

取   締  役

取   締   役

取   締   役

取

取

取

取

締

締

締

締

役

役

役

役

取 締 役

取   締  役

常 勤 監 査 役

監   査   役

監 役査

東川

表  輝幸

草薙 恵美子

江澤  修

岩日 明彦

金子 岳史

諏訪 博

竹内  淳

栗原 良彰

田代 和也

高木 浩一

小沼 智子

田中 良明

小川 博之

原田 一之

鎌田 由美子

上村  洋

塩原  敬

酒井 宏彰

脚ルミネウィング 取締役

新宿店長、

いルミネアツシエーツ 取締役

総務部長、

爛ルミネリブー ト取締役

ルミネエスト店長、

爛ルミネクリエーツ 取締役

横浜店長、ニュウマン横浜店長、

爛STABLES取 締役

営業本部長、営業本部グローバル戦略部長、

LUMINE SINCAPORE PTE.LTD.Director

総合企画本部長、総合企画本部総合企画部長、総合企画木都総合企

画部グループ経営戦円各室長、監査担当、

爛ルミネクリエーン 取締役

総合企画木都副木部長、デジタル トランスフォーメーション推進都

仰ルミネアツシエーツ 取締役、爛STABLES取締役

脚ル ミネアツシエーツ 監査役、LUMINE SINCAPORE

LTD.Director、 爛 STABLES監査役

東日本旅客鉄道硼 マーケティング本部まちづくり部門長

東日本旅客鉄道 l十対マーケテイング本部ユニットリーダー

立川市副市長

さいたま市副市長

京浜急行電鉄脚 代表取締役会長、横浜新都市センター爛 代表取締

役社長、横浜新都市サービス爛 取締役、いエヌケービー 社外取締

役、爛かんぽ生命保険 社外取締役、横浜エフエムい 社外取締役、

脚横浜スカイビル 社外取締役、一般社団法人日本民営鉄道協会 会

長、東京エアポートレストラン株式会社 社外取締役

爛()NE・ GLOCAL代表取締役、太陽ホールディングス爛 社外取締役、

l抑民間資金等活用事業推進機構 社外取締役、爛ビジネス・ブレイク

スルー 社外取締役

東日本旅客鉄道脚 グループ経営戦略本部コーポレー ト・コミュニ

ケーション部門長

東日本旅客鉄道爛 グループ経営戦略木都ユニットリーダー
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(注 )

1 当期中における新任役員
幸 (2023年 6月 28日 就任 )

淳 (2023年 6月 28日 就任 )

也 (2023年 6月 28日 就任 )

子 (2023年 6月 28日 就任 )

敬 (2023年 6月 28日 就任 )

2 当期中における退任役員
代表取締役社長 員 (2023年 6月 28日 退任 )

実 (2023年 6月 28日 退任 )

史 (2023年 6月 28日 退任 )

紀 (2023年 6月 28日 退任 )

壇 (2023年 6月 28日 退任 )

=(2023年 10月 31日 退任 )
明 (2024年 3月 31日 退任 )

(2)取締役及び監査役に支払つた報酬等の総額

(注)1 取締役に対する定款または株主総会決議に基づく報酬の額は、会社法第 361条
第 1項第 1号の報酬額であります。

2 会社法第 361条第 1項の決議内容
取締役の報酬限度額 年額 45Q(XX)千円
(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)

′(2007年 6月 26日  株主総会決議 )
3 会社法第 387条 の決議内容
監査役の報酬限度額 年額 も,(XXl千円
(2007年 6月 26日  株主総会決議 )

4 期末 日現在の取締役は 16名 、監査役は 3名 であります。

4会 計監査人の状況
名称     有限責任 あずさ監査法人

輝

　

和

智

内

代

沼

原

表

竹

田

小

塩

長

役

役

役

役

社役締

締

締

締

査

取表代

取

取

取

監

８
不
実
　
　
一得

良

橋

本

渡

澤

澤

森

中

高

松

猿

大

土

重

田

役

役

役

役

役

役

締

締

締

締

査

取

締

務

取

取

取

監

常

取
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区分
政  | 話役 監 コiイ;と

摘 要支給 人昌 芝給箱 す 俗 入昌 支給客目 支給 人昌 支 給客百

定款又は

株主総会
決議に

基づく

報酬

(名 )

16

(千円)

160,456

(名 )

4

(千円)

17,880

(名 )

20

(千円 )

178,336

支給人員には、受取を辞退
された取締役 1名 を含む

株主総会
決議に

基づく
退職慰労金

計 160,456 17,880 178,336



5業務の適正を確保するための体制及び当骸体制の運用状況

(業務の適正を確保するための体制 )

当社は、内部統制について、」R東 日本グループ理念及びグループ経営ビジョンを適正かつ効率的

に実現するための様々な取 り組みと位置づけています。コンプライアンス、安全・安心の確保、財

政上の損失の防止、財務諸表の健全性の確保等に加え、新たな事業分野
への展開等の観点も踏まえ

たリスクマネジメン トに取 り組み、グループを発展させ、その価値を高めることをめざします。

また、リスクマネジメン トについては、リスク (※)を損失回避等のマイナス要素を減 らす観点

から捉えるだけでなく、リスクテイクも含め、グループの価値を積極的に向上させる観点を含めて

幅広く取 り組んでいます。

これを踏まえ、以下のように会社法に基づく業務の適正を確保するための体制を構築しています。

(※)コ ンプライアンス、安全確保、自然災害等のオペレーションに係るものだけでなく、マーケ

ットの変化や競合他社の動向及び国内外の社会・経済状況等に係るものや、新規事業に関す

る経営判断に係るものなども幅広く含みます。

(1)当社及び当社子会社 (以下、「ルミネグループ」という。)における取締役及び使用人の職務の執

行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①東日本旅客鉄道株式会社 (以下、「JR東 日本」という。)と その連結子会社で構成される JR東

日本グループの企業行動指針である「法令遵守及び企業倫理に関する指針」をルミネグループ

において周知するとともに、ルミネグループの役員及び社員に対して具体的な行動のあり方を

示すハンドブックを配付する等、指針に沿つた企業活動の実践を図ります。

②当社の総務部は、全社横断的にコンプライアンスに係る業務を統括するとともに、JR東 日本及

びルミネグループにおけるコンプライアンスの確保に向けてJR東 日本及び当社子会社のコンプ

ライアンス担当部門と連携します。

③当社は、適法で効率的な業務執行確保のための内部監査体制を整えています。また、」R東 日本

グループにおける業務の適正を確保するため、JR東 日本から役員の派遣を受けるとともに」R東

日本マネジメント監査部による監査を定期的に受けます。さらに、当社から当社子会社に役員

を派遣する等経営に関与する≧ともに、当社内部監査部門が子会社監査を定期的に実施します。

④」R東 日本内及びルミネ内並びに外部に設置されているコンプライアンスに関する相談窓口をル

ミネグループの社員に周知するとともに、自社においても内部通報取扱い責任箇所を指定し、

公益通報やコンプライアンス上問題のある事象についての報告を受け付けます。その際、利用

者及び通報内容等に関する秘密を守り、当該通報を理由とした不利益取扱いを禁上しています。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①当社は、法令及び社内規程等に従い、取締役の職務執行に係る文書を適切に保存及び管理 しま

す。取締役は、必要に応 じて常時これ らの文書を閲覧できます。

(3)ル ミネグループにおける視失の危険の管理に関する規程その他の体制

①当社は、リスクマネジメントの一環として、損失の危「父の管理に関する体制を構築しています。

②当社は、経営に関する内外の環境変化、外部からの犯罪行為、不祥事、ションピングセンター

運営事業及び建物、ションプスタツフ、お客さま並びに従業員に関する事故・災害、法令違反

等のルミネグループの事業運営に重大な影響を与えるリスクに封しては、危機管理責任箇所及

び危機管理に関する規程等を定め、問題が発生した際には、経営 トップが関与しながら、迅速

に初動体制を構築し、情報の収集及び迅速な対応等がとれるよう、JR東 日本の指導に基づき危

機管理体制を構築しています。また、当社子会社に対して、同様の危機管理体制を構築し、問

題が発生した際には必要に応じて当社に報告するよう指導しています。
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(4)ルミネグループにおける取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
及びルミネグループの取締役等の職務の執行の報告に関する体制
①当社はヽ会社の効率的な事業運営を確保するため、社内規程により、各部署の権限、役割を定
め、権限分配 しています。

②グループ経営ビジョンを基礎に策定した経営計画の浸透を図るとともに、その達成に向け、定

期的に進捗状況の トレースを実施する等、施策を効率的に展開する仕組みを確保 しています。
また、当社は JR東 日本へ、当社子会社は当社へ、営業成績、財務状況その他の重要な情報を定
期的に報告しています。

(5)H査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
①当社は、監査役の監査活動を補助するスタッフを監査室に配置し、監査の実効性を高め、監査
活動が円滑に執行できる体制をとっています。

(6)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当骸使用人に対する指示の実効性
の確保に関する事項

①当社監査役スタッフは、監査役の命令に関して、取締役・他の使用人等の指揮命令を受けませ
ん 。

(7)ル ミネグループにおける監査役への報告等に関する体制
①当社は、取締役会規則に基づき、決議事項を適切に取締役会に付議するとともに、決議事項以
外の重要な事項についても報告することとしており、当社監査役は、取締役会及び常務会等の

会議の出席、取締役・使用人等からの聴取、取締役の職務執行に係る文書により、その内容を
確認することができます。

②JR東 日本監査等委員会と当社監査役、及び当社監査役と当社子会社監査役の間で定例の連絡会
を実施し、監査に関する情報の交換を行います。

③当社は、.当社内部監査部門による当社子会社監査の結果について、当社監査役に定期的に報告
します。                 1
④当社は、監査役へ報告を行った者に対し、当該報告を理由とした不利益取扱いを禁上していま
す。

(3)監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
①当社監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等を請求したときは、当該請
求に係る費用または債務が当該監査役の職務の幸九行に必要でないことを当社が証明した場合を

除き、当社はその費用を負担 します。

(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①当社監査役は、代表取締役社長及び会計監査人と、それぞれ定期的に意見交換会を開催してい
ます。

(注)上記は、2024年 3月 31日 チ見在の体制を記載 してお ります。なお、東 日本旅客鉄道株式会
社の組織改正による表記の変更に伴い、2023年 10月 24日 開催の取締役会の決議により、
体制を一部変更しております。

(業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要)

(1)コ ンプライアンスに関する取組み                       I
①ルミネグループは、」R東 日本グループの企業行動方針である「法令遵守及び企業倫理に関する
指針」を、入社時研修等、社内において周知し、当社の本社及び支店事務室で働く役員及び社
員 (出向社員・派遣社員を含む)並びに子会社の役員及び社員に「コンプライアンス・アクシ
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ョンプラン」を周知するとともに、 eラーニングを活用し意識向上を目的としたコンプライア

ンス教育を実施 してお ります。

②当社は、公益通報取扱規程に基づき、コンプライアンスに関する相談窓口を総務部に設置 し、

受付及び処理体制を整備 していると≧もに、JR東 日本グループとして 」R東 日本内及びル ミネ

内並びに外部に設置されているコンプライアンスに関する相談窓国の開設についても、
コンプ

ライアンスに関するリーフレットにより周知してお ります。なお、公益通報等を行つた利用者

の通報内容等に関する秘密を守 り、当該通報等を理由とした不利益取扱いを行っておりません。

③当社は、子会社が実施する「業務の適正を確保するための体制」の トレースに関する報告を受

け、その運用状況の確認並びに指導を実施 しております。

④当社は、反社会的勢力の排除を徹底するため、契約与信規程において各種契約書に
「反社会的

勢力の排除に関する事項」を記載することを定めると≧もに、ル ミネグループ内に周知
・徹底

を図つています。また、当社の本社及び支店事務室で働 く役員及び社員 (出 向社員・派遣社員

を含む)に対して、コンプライアンス研修等を通じた啓発を行っております。

⑤当社は、内部監査担当部署として監査室を設置し、適法で効率的な業務執行のための監査体制

を整えてお ります。監査役及び監査室は本社部室、支店凛び子会社に対する監査を概ね年 4日

間実施 しております。

③当社は」R東 日本から役員の派遣を受け入れるとともに、子会社には当社から役員を派遣 して適

正な経営に関与しております。

(2)リ スク管理に関する取組み

①当社は、危機管理規程を定めて危機管理責任箇所を総務部とし、問題が発生した際には、経営

トップが関与しながら、迅速に初動体制を構築し、情報の収集及び迅速な姑応等がとれるよう、

本社及び支店に危機管理本部等を構築する体制を整備 してお ります。また、防災規程に基づき

火災又は地震災害発生時の応急活動の習熟を図ることを目的として、毎月 1回、本社 と支店間

での無線による情報伝達訓練を継続的に行ってお ります。さらに、地震・台風等に対する警戒

情報についても適宜適切に周知してお ります。

防火防災に関しては、支店の防災センターとともに「防火の日点検」やシヨップの夜聞厨房点

検強化に取 り組むほか、全社防災訓練を実施する等火災の根絶に向けた取組みに努めてお りま

す 。

②当社は、働きやすい環境づくりについては、ハラスメン ト防止研修を実施 し良好な企業風土の

構築に努めてお ります。

③当社は、危機管理に係る情報については、」R東 日本 との情報連携を確実に実施するとともに、

内部事象のみならず関係する外部事象についても、ル ミネグループ内に周知し、対応を徹底 し

ております。                          ・

④ル ミネグループにおいては、事業運営上のリスクについて、事業上の重要性や顕在化 した際の

発生頻度及び影響度を基準として、PDCAサ イクルを回してリスクの見直し等を図り、経営
に重大な影響を与える可能性のある重大リスクについては、リスクテイクも含め担当部署毎に

その回避・低減に向けた対策を検討 し実行する幅広いリスクマネジメントに取 り組むとともに、

内部監査をはじめ多面的に確認 しておりまサ。

⑤当社は、自然災害や不測の事態が発生した際にも被害を最小限に抑え、事業継続計画 (BCP)
を定めるとともに、必要に応 じた見直しを適宜行ってお ります。

(3)職務執行の効率性の確保に関する取組み

①当社は、取締役会を原則として毎月 1回 開催し、法定の事項その他重要な業務執行についての

決定等を行つております。

②当社は、会社の効率的な事業運営を確保するため、組織規程及び職務権限規程により各部署め

権限、役割を定め、権限分配しております。

③当社は、経営計画の浸透を図るとともに、その達成に向け、四半期毎の各事業の収支状況の確

認、半期毎に事業計画 トレースを実施し、施策の進捗状況をチェックし、定期的且つ必要によ
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り」R東 日本に報告しております。また、子会社からも定期的に経営状況の報告を受けておりま
す。

④当社は、権限移譲を実施することにより、意思決定のスピー ドアップ及び連結キャッシュフロ

ーを意識した経営の実現に向けた意思決定のプロセスを変更しております。

(4)監査役監査の実効性の確保に関する取組み
①当社は、監査室に監査役を補助するスタッフを配置し監査スケジュールの作成及び監査結果の

通知等、監査役の監査活動が円滑に遂行できる体制を構築しております。

②当社監査役は、取締役会、常務会等の重要会議への出席などを通じ、取締役の職務執行の監査

を行うほか、内部監査結果にういて、監査室から年 2回報告を受けるとともに、本社部室長、
支店長及び子会社社長から概ね年 2回の業務ヒアリングと各種資料のモニタリングにより業務
の準拠性を確認しております。また、当社監査役は、代表取締役社長及び会計監査人と定期的
に意見交換会を実施しております。

③当社監査役は、JR東 日本取締役常勤監査等委員と監査に関する意見交換を行うとともに、当社
の監査役連絡会を概ね 3ヶ 月に一度招集し、非常勤監査役との意見交換を行つたほか、監査役
監査に非常勤監査役を年 1回以上招聘し、その概要について共有を図つております。また、子
会社監査の際には、子会社の監査役と意見交換を行つております。
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貸 借 対 照 表
(2024年3月 31日現在 )

金  額科  目科  目 金  額

37,390

8,013

148

697

2,198

283

24,901

134

533

62

417

20,450

17,036

1,894

1,466

52

1年 内返済預り保証金・敷金

賞  与  引  当  金
販 売 促 進 引 当 金

そ   の   他

固 定 負 債

預 り保 証 金

弓

去

上

金

用

等

等

益

金

金

金

務

他

敷

当

債

勁

未

未

未

未

前

売

流

(負債の部)

債

払

払  費

付
　
　
の

給

除

職

産

退

資

そ

税

税
　
　
り

費

人

収

預

消

法

受

負

　
　
　
払

払

57,841負 債 合 計

111,813

596

111,217

108,222

2,995

120,153

2,375

5,964

5,964

471

471

資 本 準 備 金

利益躙J余金

利 益 準 備 金

その 他 利 益 剰 余 金

別 途 積 立 金

繰 越 利 益 剰 余 金

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

(純資産の部)

資本剰余金

株主資本

資 本 金

120,624純 資 産 合 計

(資産の部)

流 動 資 産

1年以内回収長期貸付

前   払  費
そ    の

物

物

置

品

地

定

装

備
　
　
勘

び

び

築

　

　

　

　

仮

及

及

械

具

　

設

建

構

機

器

土

建

券

式

証

株

価

社

有

会

資

係

投

関

長 期 前 払 費 用

差 入 保 証 金・ 敷 金

長 期 貸 付 金

産

他

金

資
　
　
当

金

の

引

税延
　
　
倒

繰

そ

貸

現

営

未

商

短

未

収

金

金

金

品

金

金

用

他

固 定 資 産

有形固定資産

無形固定資産

ソ フ ト
そ    の

ウ ェ ア
他

金 及
業

期  貸  付

び 預
収

99,834

2,530

24,422

615

40

68,506

2,584

905

227

78,630

37,562

32,429

400

123

572

2,313

1,721

697

666

31

40,370

1,124

1,892

147

4,424

26,738

6,456

32

△ 445

178,465178,465 負債・純資産合計資 産 合 計
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損 益 計 算 書
(自 2023年4月 1日  至 2024年3月 31日 )

(単位 百万円)

科  目 金  額

売 上 高

不 動 産 賃 貸 収

直 営 事 業 売 上

売 上 原 価

直 営 事 業 売 上

売 上 治 利 益

販売費及び一般管理費

営  業 利 益

営 業 外 収 益

受     取

受    取

そ の 他 の

入

高

原 価

不可

配

営 業

営 業 外 費 用

為

そ の

経  常

特 別 利 益

投 資

中 途

そ  の

特 別 損 失

税引前当期純利益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益

息

金

益収

当

外

損

用費外

差

業営

替
　
の

益

他

利

益
　
入
　
益

却

受

利

失

損

費

失

却

去

損

損

除

撤

男特

産

産

の

損

資

資

他

定

定
　
の

減

固

固

そ

有 価 証 券 売

の

別

金

特

約
　
の

解

他

21

65

０

　

０

　

３

８

　

２

　

３

２

71,172

1,393

401

22

146

8,058

861

623

167

2,764

△ 1,627

12,374

571

12,859

9,211

3,982

1,136

2,846

72,566

305

86

334

72,261

59,886
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株主資本等変動計算書

(自 2023年 4月 1日  至 2024年 3月 31日 )

(単位 百万円)

株 主 資 本
評価・換算
差 額 等

純資産
合 計

資本金

資 本
剰余金

利 益 剰 余 金

株主資本
合 計

資 本
準備金

不lJ

準備
益
金

その他利益剰余金 利 益
剰余金

合 計

その他有価証券
評 価 差額 金

別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2,375 5,964 596 101,822 6,549 108,967 117,307 215 117,522

別 途 積 立 金 の

積     立

6,400 △ 6,400

当 期 純 利 益 2,846 2,846 2,846 2,846

際 主 資 本 以 外 の

項 目の 当期 中の

変 動 額 (純 額 )

255 255

当 期 変 動 額

合     計
6,400 △ 3,553 2,846 2,846 255 3,101

当 期 末 残 高 2,375 5,964 596 108,222 2,995 111,813 120,153 471 120,624
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【個別注記表】

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1.資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法によっております。

その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

期末決算日の市場価格等に基づく時価法によっております (評価差額は全部純資産直
入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)。
・市場価格のない株式等

移動平均法に基づく原価法によつております。

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品

個別法に基づく原価法によっております (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法により算定)。                           ヽ

2.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産 (リ ース資産を除く)
定率法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によって
おります。

(2)無形固定資産
定額法によつております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によってお ります。
ただし、ツフ トウェア (自社利用分)については、社内における利用可能期間 (5年)に
基づく定額法によつてお ります。

(3)リ ース資産

所有権移転外ファイナンス・ リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお ります。

(4)長期前払費用
主として定率法によってお ります。

なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によってお ります。

3.引 当金の計上基準

(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権及び破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上する方法によつております。

(2)賞与引当金
従業員に支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。
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(3)販売促進引当金

将来の 「ONE LUMINEお 買い物券」の利用による支出に備えるため、過去の利用実績率に基

づき、将来利用されると見込まれる額を計上してお ります。

(4)退職給付引当金

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を章事業年度末までの期間に帰属させる

方法については、給付算定式基準によつております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 (10年)に
よる定額法により按分した額を費用処理しております。

教理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数 (10年 )による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用

処理することとしております。

4.収益及び費用の計上基準           .
不動産賃貸事業、直営事業を行っております。これらの事業から生じる収益は、主に顧客と

の契約に従い計上しており、取引価格は顧客との契約による対価で算定しております。ただし、

当社が代理人として取引を行つている事業では、取引価格を顧客から受け取る対価から実際に

商品やサービスを提供するほかの事業者に支払う額を控除した純額で収益を算定しております。

不動産賃貸に係る収益は、主に商業駅ビル形式による店舗等の管理及び運営によるものであ

り、リース取引に関する会計基準に従い、賃貸借契約期間にわたつて計上しております。

直営事業に係る収益は、商品販売や飲食店舗によるものであり、顧客に対し商品を引き渡す

履行義務や、サービスを提供する履行義務を負っております。当該履行義務は、商品の引渡し

時点、サービスの提供時点で充足されます。ただし、インターネットを通じた商品販売につい

ては、当該取引が国内の販売であり、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの

期間が通常の期間であることから、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項に基づき、商

品を出荷した時点において収益を認識しております。

5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。

2 収益認識に関する注記

(1)収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおり

であります。

3 貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額 132,979百万円

(2)オペレーティング・ リース取引のうち解約不能のものに係る未経過 リース料

(借手側 )
2,145百万円1年内

1年超 12,775百 万円

合 計 14,920百万円

(3)関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権

短期金銭債務

長期金銭債権

貸倒引当金

695百万円
727百万円
794百万円
445百万円
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4 損益計算書に関する注記

(1)関係会社との取引高
営業取引による取引高

売上高

販売費及び一般管理費

営業取引以外の取引による取引高

887百万円
13,711百万円
24百万円

5 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

普通株式
(株)

70,378,000
(株 ) (株) (株)

70,378,000

6 税効果会計に関する注記

繰延税金資産発生の主な原因は減損損失及び減価償却超過額であり、繰延税金負債発生の主な
原因は固定資産除去費用の否認等であります。
なお、繰延税金資産から控除されている評価性引当額は638百万円であります。

7 金融商品に関する注記

(1)金融商品の状況に関する事項
当社は、余裕資金が生じる場合の資金運用については、」R東 日本グループ全体の資金を一括
管理するCMS(キャラシュマネジメントシステム)への貸付金に限定しております。
営業未収金に係る取引先の信用リスクに関しては、取引先ごとに適切な期日管理及び残高管
理を行つております。

投資有価証券は株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項
2024年 3月 31日 (当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
ては、次のとおりであります。
なお、現金及び預金、営業未収金、短期貸付金、未払金及び売上預り金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、注記を省略しております。

円 )

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)長期貸付金に対応する貸倒引当金を控除しております。

(注 1)金融商品の時価の算定方法
① 長期貸付金

長期貸付金の時価については、将来キャッシュ・フローを、同様の新規取引を行った場合
に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

② 預り保証金・敷金

預り保証金・敷金の時価については、将来キャッシュ・フローを、信用リスク等を加味し
た利率で割り引いて算定する方法によっております。
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貸借対照表

計上額 (*1)
時価 (*1) 差額

① 長期貸付金 (*2)

② 預り保証金 。敷金

28,877

(17,171)

28,568

(16,996)

308

174



(注 2)長期貸付金及び預り保証金・敷金に係る貸借対照表計上額及び時価については、それぞれ
1年内に回収予定の長期貸付金及び1年内に返済予定の預り保証金・敷金を含んでおります。

8 賃貸等不動産に関する注記

(1)賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、東京都その他の地域において、賃貸商業施設を有しております。

(2)賃貸等不動産の時価に関する事項
(単位 百万円)

貸借対照表計上額 時価

30,077 28,978

(注 1)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
(注 2)当期末の時価は、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づ
いて自社で算定した金額であります。なお、建物等の償却性資産については、適正な帳簿

価額をもつて当期末の時価としております。

9 関連当事者との取引に関する注記

(1)親会社及び法人主要株主等

(2)兄弟会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注 1)ク レジットカー ド債権の譲渡については、市場実勢を働案して、価格交渉の上で決定し

ております。

(注 2)委託料の取引条件は、市場実勢を勘案して、価格交渉の上で決定しております。
(注 3)賃借料の取引条件は、市場実勢を勘案して、価格交渉の上で決定しております。

(単位 百万円)

(単位 百万円)
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種類 会社の名称
議決権等の所有
(被所有)害J合

関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

親会社 東日本旅客鉄道爛
被所有
直接95.1%

役員の兼任、駅ビ
ル用地等の貸借

土地・建物の

賃借料の支払
9,762 未払金 79

種類 会社の名称
議決権等の所有
(被所有)害」合

関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

親会社の

子会社
爛ビューカー ド な し 加盟店契約

クレジットカード
債権の譲渡

155,697 営業未収金 8,393

親会社の

子会社
いジェイアール
東日本企画

な し 業務委託契約
広告宣伝・販促の

企画制作にかかわる
委ロモ料の支払

2,663 未払金 453

親会社の

子会社
爛JR東 日本
ビルディング

な し 賃貸借契約 建物の賃借料の支払 5,885
前払費用
差入敷金

453
2,042

親会社の

子会社
JR東 日本
ビルテック仰

な し 賃貸借契約
建物管理にかかわる
委託料の支払

3,164 未払金 323



11 その他の注記

(1)減損損失に関する注記
① 概要
減損損失の内容は次のとおりであります。
当事業年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。

(単位 百万円)

用 途 種類 場所 減損損失

事業用資産
(店舗 )

建物、構築物、機械及び装置、
器具及び備品、建設仮勘定、
ソフトウ手ア、
無形固定資産 (その他)、 長期前払費用

神奈川県
東京都

8,022

事業用資産
(Eコ マース事業)

器具及び備品、ソフトウェア、
長期前払費用 東京都 35

当社は、管理会計上の区分に従い、主として物件ごとまたは事業ごとに資産のグループ化を
行つております。廃止や譲渡の意思決定を行つた資産及び遊体固定資産等については、それぞ
れを独立した単位としております。そのうち、帳簿価額に対し著しく時価が下落した資産及び
収益性が著しく低下した資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を認識
しております。

回収可能価額の算定に際しては、将来キャッシュフローの見積 り年数、テナントの入居状況
設備リニューアルを踏まえた営業収益の予淑J値、コスト削減施策の効果、将来の正味売却価額
の予測値、将来キャッシュフローの現在価値を算出するための割引率等の前提条件を用いてお
ります。

10 1株当たり情報に関する注記

(1)1株当たり純資産額
(2)1株当たり当期純利益

② 内訳
建物

構築物

機械及び装置

器具及び備品

建設仮勘定

ツフトウェア

無形固定資産

長期前払費用

(その他 )

計

(2)記載金額の表示

記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

1,713円 95銭

40円 44銭

7,588百万円
110百万円

2百万円

316百万円

6百万円

23百万円

0百万円

9百万円

8,058百万円
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独立監査人の監査報告書
2024年 5月 24日

株式会社ルミネ

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士  吉 田   秀 樹

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士  田 坂   真 子

監査意見

当監査法人は、会社法第486条第 2項第 1号の規定に基づき、株式会社ルミネの2023年 4月 1日

から2024年 3月 31日 までの第58期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主

資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書 (以下「計算書類等」という。)について監

査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従つて、会社から独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな

る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロィスの整備及

び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が

あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの

兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応した適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積 りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性
がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行 う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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監査役の監査報告書謄本

監 査 報 告 書

私たち監査役は、2023年 4月 1日 か ら2024年 3月 31日 までの第 58期事業年度の取締役の職務の執行に

関 して、本監査報告書を作成 し、以下のとお り報告いた します。

1 監査役の監査の方法及びその内容

(1)各 監査役は、全監査役が合議した監査方針、職務の分担等に基づき、各監査役から監査の実施状況及

び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応 じて説明を求めました。

(2)各監査役は、全監査役が合議した監査役監査基準に準拠し、監査方針、職務の分担等に従い、取締役、

監査室その他の使用人等 と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下

の方法で監査を実施 しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応 じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び

財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通

及び情報の交換を図 り、必要に応 じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体

制その他株式会社及びその子会社から成る企業集国の業務の適正を確保するために必要なも
のとし

て会社法施行規則第 100条第 1項及び第 3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当

該決議に基づき整備されている体制 (内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構

築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第 118条第 5号イの留意 した事項及び同号
口の判断及び理

由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、道正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、

会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会

計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」 (会社計算規則第 131条各

号に掲げる事項)を 「監査に関する品質管理基準」 (平成 17年 10月 28日 企業会計審議会)等に従
って整備 している旨の通知を受け、必要に応 じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類 (貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書について検討いたしました。

2 監査の結果

(1)事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま

す。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ

ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステ

ムに関する事業報告の記載内る及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められませ

・
   ん 。

④ 事業報告に記載されている親会社等 との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さな

いように留意 した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及

びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果      、
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年 5月 31日

株式会社ルミネ

常 勤 監 査 役

監  査  役
監  査  役

⑪

⑪

◎

洋

敬

彰宏

村

原

井

上

塩

酒
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第 58期

事業報告附属明細書

自 2023年 4月 1日

至  2024年 3月 31日

株式会社ルミネ



1 取締役及び監査役の兼務の状況の明細

取締役及び監査役の他の会社の業務執行者との兼務の状況は
「事業報告 3 会社役員の状況

(1)取締役及び監査役の状況」に記載しております。



第 58期

計算書類附属明細書

自 2023年 4月  1 日

至  2024年 3月 31日

株式会社ルミネ



1 有形固定資産及び無形固定資産の明細
(単位 百万円)

区分 資産の種類 期首帳簿価額 当期増加額 当期減少額 当期償却額 期末帳簿価額 減価償封l累計額 期末取得原価

有
形

固
定

資
産

建 物 41,047 3,501
71931
(7 588)

4,187 32,429 126,323 158,753

構  築  物 474 93
1lb
(1lo)

51 400 950 1,351

機械及び装置 164 4 40 123 634 758

器具及び備品 926 341
326
(316)

368 572 5,070 5,643

土 地 2,313 2,313 2,313

建 設 仮 勘 定 988 803
7

(6
1,721 1,721

計 45,916 4,743
8,449
rR f】 94Ⅲ

4,647 37,562 132,979 170,541

形

固
定

資

産

ソフ トウェア 705 256 271 666

その他 33 0
(0

2 31

計 738 256 274 697

(注) 1

2

3

4

「音期減少額」の襴の ( )内は内数で、当期の減土員損失計上額であります。

建物の増加額の主なものは、荻窪店防災盤更新工事 (276百万円)、 立川店空調監視設備更新工事

(221百万円)、 大宮店ターボ冷凍機チラー化工事 (161百万円)等によるものであります。

建物の減少額の主なものは、店舗の減損等によるものであります。

建設仮勘定の増加額の主なものは、高輪ゲー トウェイ開発に伴う建設費 (403百万円)等によるもの

でありますЬ

、ソフトウェアの増加額の主なものは、大宮店集中POS更新対応 (64百万円)等によるものであります。

1



2 引当金の明細

(注 1)貸倒引基金の当期減少額 (その他)は、貸付先の業績改善に伴う取崩であります。

当
区   分 期首残高 当期増加額

目的使用 その他
期末残高

貸  倒  引  当  金 449 71 75 445

賞  与   引  当  金 368 533 368 533

販 売 促 進 引 当 金 55 62 55 62

退 職 給 付 引 当,金 1,777 176 59 1,894

2



3 販売費及び一般管理費の明細
(単位 百万円)

科   目 金 額 摘 要 科   目 金 額 摘 要

役    員

給   与

賞

顧  問

出 向 社

法   定

福   利

賞 与 引

退  職

報   酬

・  手   当

与

嘱  託  給

員 負 担 金

福  利  費

厚   生  費

当 金 繰 入 額

給 付 費 用

そ の 他 人 作 費

電

水

ガ

冷

備

被

そ

修

通

賃

広

駐

気

道

ス

料

料

料

費

費

費

費

費

費

料

費

費

暖 房

消 絶

月臣

品

の 他 物 作

繕

信

借

場

伝

車 サ ビ  ス

178

2,742

658

215

247

669

135

533

176

534

2,884

1,163

132

247

298

42

100

1,155

394

2,864

1,361

349

販 売 促 進 費

販 売 促 進 引 当 金 繰 入 額

配     送     料

支 払 手 数 料

保      険      料

旅 費 交 通 費

そ の 他 諸
イ
経 費

」R不 動 産 賃 借 料

JR土 地 賃 借 料

そ の 他 構 内 営 業 料

清  掃  委  託  費

讐 備 委 託 費

保 守 委 託 費

業 務 委 託 費

固定資芝・都市計画税・不動産取得税

事    業    所    税

事 業 税 (外 形 標 準 )

控 除 対 象 外 消 費 税

そ の 他 の 社 税 公 課

減 価 償 却 費 (有 形 固 定 資 産 )

減 価 償 却 費 (無 形 固 定 資 産 )

長 期 前 払 費 用 償 却

11,525

289

77

763

8,1

1

24

2,037

460

6,533

13

4,647

274

71

計 59,886
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別紙4 ジェイアール東日本商業開発の最終事業年度に係る計算書類等の内容

第 27 期

事 業 報 告

自 2023年 4月  1日

至  2024年 3月 31日

ジェイアエル東日本商業開発株式会社



事  業  報  告

1株式会社の現況に関する事項

(1)事業の経過及びその成果

① 中期経営計画 (2020ん 2023年度)及び長期経営計画 (2020～ 2027年度)実現に向けた取組み
2023年度における日本経済は、新型コロナウイルス感染症の位置づけが

「5類感染症」に移

行されることで行動制限の緩和が一層進みく個人消費は前向きになり、海外からの訪日客は

大幅に増加しました。都内では新たなションピングセンターの開業が相次いだ他、
「立川高

島屋 S.C.」 では百貨店区画が営業終了となり全館専門店化されました。
一方、インバウンドや高額消費等による百貨店の好調は都心の一部店舗に限定され、

エネ

ルギー価格や原材料費の高騰等に起因した物価上昇の長期化、円安の進行などにより、今後

の消費動向は不透明な状況です。また、労働力人口の減少や賃金上昇を背景に、取引先及び

テナントの出店場所は一層の選別が進み商業施設間での競争は厳しさを増しています。

このような中、当社は、ビジネスコンセプト「100/■人生 with GRANDUO～ 10歳若く―
 ×10歳長生き=私の楽しい未来づくり～」のもと、東日本旅客鉄道株式会社 (以下、「」R
東日本」という。)が策定したグループ経営ビジョン『変革2027』 の実}兄に向け、コロナ禍を

経て変わったマーケットヘの対応等、 JR東 日本グループ全体施策や、運営体制の効率化と経
費節減による収益性の向上を通して、経営体質の強化に取り組んでまいりました。

②  「100年人生with GRANDUO」 をビジネスコンセプ トとする事業展開

営業施策では、「Living with GRANDUO」 を継続的に実施し、自治体、

地域事業者等との協業による各種地域イベントを通じたお客様との接点づくりと集客に取り

組みました。

立川店では、直営事業において「イベントマルシェ」による新たなマーケットの開拓と可

変性の追求に努めました。 「食」や 「歳時記」等をテーマに集客に取り組み、中でもクリ
ス

マスイベントでは、地域事業者の掘り起こしや 「ネットでエキナカ」の活用も実施、当社の特徴

を発揮しながら収益拡大に寄与しました。同じく
「銘菓銘品日本の味」においても人気商品や

限定品の特売等を実施し集客に繁げました。また11月 には、3階・5階フロアにて大型店 (ノ

ジマ・ラコレ等)の導入を含む改装を実施し、取扱ベースの売上高は141億 66百万円となり

ました。

蒲田店では、4月 に西館地下1階の食品フロアを改装し「かまちかグルメ」として新たに
ス

ター トを切つたほか、デイリーパーツの営業終了や生活雑貨シヨップの新規導入等の改装を

実施し、入店客数が大幅に増加しました。またグランデュオ蒲田として開業してから15年 目

の節目の年であったことから「グランデュオ蒲田 15t h AnniverSary」 を開

催、地域顧客に感謝の気持ちを込めた各種イベントを実施しました。これらの取組みにより、

取扱ベースの売上高は208億31百万円となりました。

また、館外 (人王子 。国分寺)にて展開した「てみやげマルシェ」では、取扱ベースの売

上高は66百万円となりました。

③ 経営基盤の強化

組織や業務の仕組みづくりにおいては、契約管理及び売上管理業務の本社
への集約、多様なオン

ラインツールの活用、立案ワークフローの定着等による業務環境整備により業務効率化を推進し

ました。
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人財育成については、社内の各種研修実施や社外主催研修への参加、他グループ会社との人
事交流等による社外の知見獲得等により、社員のスキル向上を図りました。働き方改革では、
定年再雇用者の等級付与や職位別役割分担の具体化、保存休暇の新設、時間単位年休の拡大等、
人事制度の改正を行い、ダイバーシティの推進にも取り組みました。

④ SDGs経営の推進
SDGs経 営の推進 では、 「Living with GRANDUO」 の一環 として、 自治

体、地域団体・地域企業との連携・協業等により、フー ドロス削減や食育、市中清掃美化、障
がい者施設支援等、多岐にわたり社会貢献策を実施し、SDGsの 実現に努めました。なかで
も立)|1店では、グリーンアテンダントセンターの売場側壁面を活用し、地域のクリエーターや
アーティスト、地元の学生等と連携し、作品展示やワークショップを実施しました。

この結果、当期の取扱ベースの売上高は350億64百万円 (対前期比HO.9%)、 決算ベース
の売上高は66億86百万円 (対前期比109.2%)、 営業利益は4億67百万円 (対前期比246.0%)、
経常利益は4億83百万円 (対前期比238.9%)、 当期純利益は3億22百万円 (対前期比336.0%)
となりました。対計画比では売上高が下回り減収増益、対前期比では構内営業料等が増加し
たものの、電気料等の物件費が減少したことや賃貸収入等の収益が増加したこと等により、
増収増益となりました。

(2)設備投資の状況
蒲田店西館地下1階や立川店3階・5階の改装等、立川店で1億21百万円、蒲田店で3億円、本
社で7百万円 (合計4億29百万円)の設備投資を行いました。

(3)直前3事業年度の財産及び損益の状況

区分

第24期

2020年度

第25期

2021年担筆

第26期

2022′ギ煽難

第27期

2023年度

(当期 )
売上高 (百万円) 12,849 5,588 6,125 6,686

経常利益 (百万円) 162 119 202 483

当期純利益 (百万円) 4 △ 541 96 322
1株当たり当期純利益 123円 07寵義 △13,667円 57銭 2,427円 57銭 8,156円 48銭
総資産額 (百万円) 8,774 7,823 9,032 9,753

純資産額 (百万円) 1,806 1,265 1,361 1,684

(4)対処すべき課題
①  「中期経営ビジョン (2024～ 2027)」 を新たに策定しました。当社の強みである、直営 (リ
テール)事業を活かした集客から不動産事業への館内回遊 (買 い回り)を 図り、利益創出のた
め、お客様のニーズに対応した売場づくり等を推進します。
また、グランデュオ独自のモデルを実現するため、「価値創造」をキーワー ドに顧客価値・
地域価値等を向上させ、あらゆる「価値」を会社として考え、店舗として捉えます。

② 顧客満足度を高め、その結果として顧客一人あたり年間購買額を拡大するために、当社独自
の JRE POINT会 員プログラムを導入し、マーケティングカの向上を図ります。会員プ
ログラムの運用、分析及び顧客アプローチ等を通じて、お客様とのエンゲージメントを強化し、
きめ細やかな対応力を磨き上げ、地域顧客の便利で豊かな生活を実現していきます。併せて直
営 (リ テール)事業では、「銘菓銘品日本の味」、「イベントマルシェ」、 「デイリーパーツ」
による可変性の追求、新規MDの開拓による館内容の集客に注力します。
社内においてもグランデュオの運営業務を明確に示し業務成果を高めることで、当社社員及
びショップスタンフの満足度の向上に努めます。
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③ 経営基盤の強化では、社員が働きやすい環境を整え、一人ひとりの成長を支援することによ
り多様性と働きがいを高め、人財育成を深度化するとともに採用方法を多様化していきます。

また、業務の見直しと効率化とともに組織体制をスリム化し、財務体質を強化していきます。

④ SDGs経 営の推進では、「Living with GRANDUO」 施策としたイベント

の実施等、地域の皆様や 」R束 日本グループとの連携を強化するとともに、内部統制の確保や

環境保護にも取り組みます。

以上を踏まえ、「売上総利益」と「キャッシュフロー」の最大化に向けて、2024年度取扱
ベー

スの年間売上高は全社合計で362億 85百万円 (各店計画 :立川店149億55百万円、蒲田店212億 63

百万円、新規事業67百万円)、 営業利益は2億 1百万円を目指します。

(5)主要な事業内容 (2024年 3月 31日現在 )
小売業及び不動産賃貸業

(6)主要な営業所及び使用人の状況 (2024年 3月 31日現在)
①主要な営業所  東京都立川市

東京都大田区

②使用人の状況(2024年 3月 31日現在)

従業員数 前期末比 平均年齢 平均勤続年数

105人 14人減 46.8歳 9.0年

(注)従業員の数には、 JR束 日本からの出向14人、阪急阪神百貨店からの出向3人を含ん
でおります。

(7)親会社の状況
当社の親会社は JR東 日本であり、当社の株式を31,516株 (持株比率79.59%)保有しており、
当社立川店は JR束 日本から駅ビルの建物を賃借して営業しております。蒲田店は JR東 日本か

ら駅ビルの土地及び建物を賃借して営業しております。

当社と親会社との間の取引の価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し決定していることか

ら当社の利益を著しく害するものではないと判断しております。

(8)借入先及び借入額 (2024年 3月 31日現在)
借入先 借入金残高

株式会社 JR東日本マネジメントサービス 1,278百万円

計 1,278百万円

2株 式に関する事項 (2024年 3月 31日 現在 )
(1)発行可能株式総数       150,000株
(2)発行済株式の総数 (普通株式)  39,600株
(3)株主数               4人
(4)株主

3

株主名 持株数

東日本旅客鉄道株式会社 31,516株

エイチ・ツー・オー ジテイリング株式会社 6,000株

株式会社ルミネ 2,000わ朱

醍醐 伸之 84オ未



地位 氏名 担 当

代表取締役社長 石黒「易一 施設デザイン部担当
常務取締役 原  潔 監査室・経営企画部・財務部担当

総務部長
常務取締役 西林 康夫 食品担当

直扱事業部長
取締役 仲村 秀喜 経営企画部長兼財務部長
取締役 細 田 知宏 営業開発部長
取締役 宮本 旬子 蒲田店長

取締役 高木 浩一

取締役 内田 英志

取締役 森井 規文

取締役 桑山 美穂

常勤監査役 深沢 信和

監査役 赤星 英信

3会社役員に関する事項
(1)取締役及び監査役

(2)当期における新任役員
代表取締役社長 石黒

常務取締役   原
取締役    仲村
取締役    高木
監査役    赤星

(2023年 7月 1日 新任)
(2023年 6月 28日 新任)
(2023年 10月 1日 新任 )
(2023年 6月 28日 新任 )
(2023年 6月 28日 新任 )

陽一

潔

秀喜

浩一

英信

(3)当期における退任役員
代表取締役社長 河ヽ沼 智子

常務取締役   渡邊 雅博
常務取締役   西林 康夫
取締役    遣田 俊彦
取締役    小古井 章
監査役    木村 一哉

(2023年 6月

(2023年 6月

(2024年 3月

(2023年 9月

(2023年 6月

(2023年 6月

日辞任 )

日辞任 )

日辞任 )

日辞任 )

日辞任 )

日辞任 )

30

28

31

30

28

28

4会計監査人に関する事項
会計監査人の名称 有限責任あずさ監査法人

5業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
当社における取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
会社の業務の適正を確保するための体制と、その運用状況の概要は以下のとおりです。

(1)」 R東 日本グループにおける取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制

① 」R東 日本とその連結子会社で構成される JR東 日本グループの企業行動指針である「法令遵
守及び企業倫理に関する指針」を当社において周知するとともに、当社の役員及び社員に対し
て具体的な行動のあり方を示すハンドブックを共有するなど、指針に沿つた企業活動の実践を
図ります。

【運用状況の概要】
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・企役員、全社員に対して 「JR東 日本グループコンプライアンスアクシヨンプラン」及び
「情報セキュリ冴ィ10か条 JR東 日本グループ会社編」をグループポータルで共有し、こ
れらを用いたコンプライアンス及び情報セキユリティ全社員教育を実施し、その内容を周知

しています。

②当社の総務部は、全社横断的にコンプライアンスに係る業務を統括するとともに、 JR東 日本
グルエプにおけるコンプライアンスの確保に向けて」R東 日本のコンプライアンス担当部門と

連携します。

【運用状況の概要】
・組織規程にて内部統制に関する業務の所管部署を本社総務部に定め、本社総務部が

コンプラ

イアンスに関する業務を全社横断的に統括し、 」R束 日本主管都等と連携してコンプライア
ンスの確保に努めています。

③当社は、適法で効率的な業務執行確保のための内部監査体制を整えています。また、」R東 日

本グループにおける業務の適正を確保するため、」R東 日本から役員の派遣を受けるとともに

JR東 日本監査部による監査を定期的に受けています。
【運用状況の概要】
・監査担当部署である監査室及び本社各主管部の管理者等を監査担碧者に指定することにより

監査体制を整え、現金等実査及び内部監査を実施しています。また、」R束 日本による監査

及び「財務報告に係る内部統制」の実地評価を受けています。

④ JR束日本内及び外部に設置されているコンプライアンスに関する相談窓日を当社の社員に周
知するとともに、自社においても内部通報取扱い責任箇所を指定し、公益通報や

コンプライア

ンス上問題のある事象についての報告を受け付けています。その際、利用者及び通報内容等に

関する秘密を守り、当該通報を理由とした不利益取扱いを禁上しています。

【運用状況の概要】
・ホームページに「JR束 日本グループコンプライアンス相談窓口」を公開するとともに、総

務部に通報を受け付ける相談窓口を設置し、コンプライアンス全社員教育において全社員に

相談窓口及び相談内容の守秘義務、不利益取扱いの禁止を周知しています。

⑤ 」R東 日本グループとして、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは

断固として対決することとしており、そのために必要な体制を整えています。

【運用状況の概要】
・特殊暴力防止対策連合会に加入し、警察を含めた情報共有を行い、勉強会に参加しています。

また、各種契約書には、反社会的勢力排除の条文を整えています。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①当社は、法令及び社内規程等に従い、取締役の職務執行に係る文書を適切に保存及び管理しま

す。取締役は、必要に応じて常時これらの文書を閲覧できます。

【運用状況の概要】
・定款、取締役会規則等の規繹類、株主総会議事録、取締役会議事録などは総務部が、立案文書など

は立案ワークフローによるデータ又は書面により担当部署がそれぞれ保存及び管理をしています。

また、取締役及び監査役は担当部署を通じ、必要に応じ上記文書を常時閲覧できる体制となってい

ます。

(3)」 R束 日本グループにおける損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①当社は、リスクマネジメントの一環として、損失の危険の管理に関する体制を構築しています。

【運用状況の概要】
・重要な件名は経営会議、取締役会により決議するほか、本社部長会議、戦略FD等において
リスクを共有し関係主管部が対策を実行することにより、リスク回避や低減のための体制を
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構築しています。

②当社では、経営に関する内外の環境変化、外部からの犯罪行為、不祥事、百貨店事業に関する
事故・災害、法令違反などの当社の事業運営に重大な影響を与えるリスクに対しては、危機管
理責任箇所及び危機管理に関する規程等を定め、問題が発生した際には、経営 トップが関与し
ながら、迅速に初動体制を構築し情報の収集及び迅速な対応等がとれるよう、 JR東 日本の指
導に基づき危機管理体制を構築しています。また、 」R東 日本に射して、問題が発生した際に
は必要に応じて報告をしています。

【運用状況の概要】
・危機管理委員会規程を制定し、社長を委員長、常務を副委員長とし、危機管理に対応すると
ともに、 JR東 日本や日本百貨店協会等関係機関から提供される危機管理情報について、会
議での周知や社内メールなどで情報を共有し迅速な対応がとれる体制を構築しています。ま
た、」R束日本に対して、問題が発生した際には必要に応じて報告をしています。

③当社の取締役会は、リスクマネジメントの実効性を確保するため、定期的にその取り組み状況
及び今後の方針についてモニタリングを行います。
【運用状況の概要】
・取締役会を3か月に1回以上開催し、各取締役が取締役会の決定に従い職務を執行しているこ
と、内部統制が適切に整備運用されていることを確認しています。

(4)JR東 日本グルエプ及び当社における取締役等の職務の幸九行が効率的に行われることを確保す
るための体制並びに当社の取締役等の職務の執行の報告に関する体制
①当社は、会社の効率的な事業運営を確保するため、社内規程により、各部署の権限、役割を定
め、権限分配しています。

【運用状況の概要】
・組織規程、職務権限規程及び決裁規程により各部署の権限、役割を定め、効率的な事業運営
のための権限分配をしています。

②当社は、グループ経営ビジョンを基礎に策定した当社事業計画の浸透を図るとともに、その達
成に向け、定期的に進捗状況の トレースを実施するなど、施策を効率的に展開する仕組みを確
保しています。また、当社は」R東 日本へ、営業成績、財務状況その他の重要な情報を定期的
に報告しています。

【運用状況の概要】
。当社事業計画については、事業計画説明会を開催し社員等への周知を図るとともに定期的に
トレースを実施し、その進捗結果について全社で共有しています。また、営業成績、財務状
況等の重要な情報は」R東 日本へ月次報告をしています。

(5)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
①当社は、監査役の監査活動を補助するスタンフを監査室及び総務部に配置し、監査の実効性を
高め、監査活動が円滑に遂行できる体制をとっています。
I運用状況の概要】
・監査室及び総務部に監査役スタッフを配置し、監査役監査の補助業務が担当できる体制をと
っています。

(6)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の
イ
実効性

の確保に関する事項

①当社監査役スタッフは、監査役の職務に関して、取締役 。他の使用人等の指揮命令を受けませ
ん 。

【運用状況の概要】
・監査役スタッフとして配置された者は、監査役監査の補助業務については監査役の指揮命令
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のみに従い、取締役・他の使用人等からの指揮命令は受けていません。

(7)JR東 日本グループにおける監査役への報告等に関する体制
①当社は、取締役会規則に基づき、決議事項を適切に取締役会に付議するとともに、決議事項以

外の重要な事項についても報告することとしており、当社監査役は、取締役会決議事項以外の

重要な事項についても、取締役会等の会議の出席、取締役・使用人等からの聴取及び取締役の

職務執行に係る文書により、その内容を確認することができます。   ′
【運用状況の概要】
・取締役会規則にて決議事項の付議基準を定め、取締役会決議事項以外の重要な事項について

も職務権限規程により付議基準を定めて適切に取締役会に付議するとともに、監査役は担当

取締役等から報告を受け、また聴取し、所管部署に指示し立案等により文書にてその内容を

確認しています。
・

②」R束 日本監査役と当社監査役の間で定例の連絡会を実施し、監査に関する情報の交換を行い

ます。

【運用状況の概要】
・ JR東 日本の監査等委員会と当社監査役は定例の連絡会を実施し、監査に関する情報の交換
を行つています。

③当社は、監査役へ報告を行った者に対し、当該報告を理由とした不利益取扱いを禁上していま

す。

【運用状況の概要】
・監査役への報告を行った者に対する不利益取扱いを禁止し、コンプライアンス全社員教育に

おいて、通報等の取扱いとともに社員等へ周知しています。

(8)監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
①当社監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等を請求したときは、当該請

求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを当社が証明した場合を除

き、当社はその費用を負担します。

【運用状況の概要】
・監査役から職務執行上必要な経費の請求があった際は、監査役スタッフによる稟議決裁手続

きを経て支払いを行つています。

(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①当社監査役は、代表取締役社長及び会計監査人と、それぞれ定期的に意見交換会を開催して

います。

【運用状況の概要】
・監査役は、代表取締役社長と適宜、諸課題等について意見交換を行つています。

・監査役は、会計監査人と監査計画及び監査報告書を受領する際並びに監査実施等のために来

社した際などに意見交換を行つています。

以上

本事業報告の記載金額につきましては、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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事業報告の附属明細書

自 2023年 4月  1日

至  2024年 3月 31日

ジエイアール東日本商業開発株式会社



事 業 報 告 の 附 斥乳日月 糸田纂筆

1 会社役員の他の法人等の業務執行者との兼職状況の明細

区 分 氏 名 兼職する他の本
△
ネ上名 兼職の内容 柄  要

朧

高木 浩一 東日本旅客鉄適脚

マーケテイング本部

まちづくり部F弓

部門長

内田 英志 束日本旅捌 執行役員八王子支社長

耕 巖 l抑阪急阪神百貨店 離 鞠 4訟員 同一の部類の営業

桑山 美穂 l材

'阪

急阪神百貨店 嘲 イ碑 同一の吉h類の営業

牌 赤星 英信 東日本旅客鉄道仰

マーケティング本部

まちづくり部門

開発戦略ユニットマネージャー

1



第 27 期
―
計 算 書 類

自 2023年 4月  1日

至  2024年 3月 31日

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

個  別  注  記  表

ジエイアール東日本商業開発株式会社



金  額科 目目科 金  額

4,460,305

724,530

427,200

3,309

650,980

26,964

2,455,975

39,357

132,087

3,608,925

851,200

2,565,769

992

190,963

務

金

等

金

金

他

　

金

金

務

金

債

　

税

り

当

　

　

入

託

債

当

ス

払

人

預

引

の

債

件

預

ス

伸

一
　

韓

上

与

　

辞

期

り

一

嚇

り

未

未

売

賞

そ

　

長

預

り

退

固

(負 債 の 部 )

流 動 負 債

買     掛     金
1年内返済予定の長期借入金

8,069,231負 債 合 計

1,684,672

1,140,000

544,672

39,000

505,672

505,672

(純 資 産 の 部 )

株 主 資 本

資    本     金
利 益 剰 余 金

不可  益  準  備   金

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 乗J余 金

1,684,672純 資 産 合 計

5,473,689

504,673

1,913,849

75,829

312,298

69,303

2,589,315

8,420

214

107

134

873

147

476

898

546

31

829

807

22

277

998

028

250

4,280,

2,766,

1,059,

1,251,

374,

75,

4,

117,

117,

1,396,

1,378,

11,

6,

(資 産 の 部 )

流 動 資 産

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建        物

建 物 附 属 設 備

構    築    物

器 具 及 び 備 品

土        地

リ ー ス 資 産

そ    の   他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ    の   他

投資その他 の資産

差 入 保 証 金 ・ 敷 金

長 期 前 払 費 用

そ    の   他

払

期

収
　
　
貸

の

現

営

商

未

前

短

そ

金

金

品

金

用

金

他

費

付

金 及 び 預

業  未  収

9,753,904負 債 ・ 純 資 産 合 計9,753,904資 産 合 計

貸 借  対  照
(2024年 3月 31日 現在 )

表

(注)記載金額は、千円未満を切 り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

自 2023年 4月  1日

至 2024年 3月 31日

科 目 金 額

商 品 売 上 高

代 理 人 売 上

その他の営業収入
不 動 産 賃 貸 収 入
そ の 他 収 入

売 上 原 価

3,851,880
419,262

968,062

1,447,504

4,271,143

725,465

売 上 総 利 益 5,961,244

販売費及び一般管理費 5,494,049

営 業 利 益 467,195

業
受

そ

業
支

そ

営
　
　
　
営

取  利  ′息
の他 の営 業外 収 益

禾ll 息

用

外 費 用
払

の他 の営 業外 費

外 収 益

220
28,952

8,050
4,647

29,173

12,697

経 常 利 益 483,671

特 別 利 益
資  産  受  贈  益

損

費
失

却

去
損

除
撤

丹
産産叫

資

資

他

定

定

の

固

固

そ

損 失特 丹lJ

35,163
112,197
200

5,991 5,991

147,560

税 引 前 当 期 純 利 益
法人税、住民税及び事業税
法 人 税 等 調 整 額
当 期 純 利 益 322,996

342,102
19,105

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月 31日

ｒ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

「
Ｉ

Ｊ

株主資本

利益剰余金

その他

利益剰余金 純資産合計

益

金

計

余
利

剰

合

株主資本

合  計

繰越利益

剰余金

資本金
利  益
準備金

1,861,6751,361,675182,675 221,6751,140,000 39,000当 期 首 残 高

当 期 変 言力 額

322,996322,996 322,996322,996当 期 純 利 益

322,996 322,996322,996322,996当期 変動 額 合 計

1,684,6721,684,672505,672 544,6721,140,000 39,000当 期 末 残 高

(注)記載金額は、千円未満を切 り捨てて表示しております。
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個別注記表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1)資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法

市場価格のない株式等

移動平均法に基づく原価法によっておりま坑
②棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品売価還元法に基づく原価法によっております (貸借対照表価額は収益ll生の低下に基づく簿価の
切下げの方法により算疋

~)。

(2)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産 (リ ース資産を除く)

定額法によっております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同
一の基準によっております。ただし、一部の有形固定資産については、見積耐用年数によつておりま
坑

②無形固定資産 (リ ース資産を除く)

定額法によっております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同二の基準によつ
ております。ただし、ソフトウェア (自社利用分)イこついては、社内における利用可能期間 (5年)イこ
基づく定額法によっております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
④長期前払費用

均等償却によっております。なお、償却期間については法人税法に規定する方法と同一の基準によ
つております。

(3)引当金の計上基準
①鮮則引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額により計上しておりますD
③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務 l簡便法による見込額)に基づ
いて、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しておりま丸
(4)収益及び費用の計上基準
当社は、小売事業、不動産賃貸業事業を行つておりますもこれらの事業から生じる収益は、主として
顧客との契約に従い計上しており、取引価格は顧客との契約による対価で算定しております。ただし、
当社が代理人として取引を行っている小売事業 (売上仕入のみ代理人取引)では、取引価格を、顧客か
ら受け取る対価の額から実際に商品やサービスを提供する他の事業者に支払う額を控除した純額によ
り算定しておりま丸

各事業における主な履行義務の内容、履行義務の充足蛇煮は以下となります。
小売事業              

・

駅ビルによる小売業を展開しております。当社は、顧客に対して商品を引き渡引質訟 、サービ
スを提供する履行義務を負っており、当該履行義務は、商品の引渡喘点、サービスの提仰喘点で充足さ
れま丸

不動産賃貸業事業

駅ビルにおける百貨店の運営事業を展開し、商業スペースの不動産賃貸を行っております。またドミ
ール蒲田・メゾンフジセの施設においても不動産賃貸を行つております。当該不動産賃貸による収益
は、リース取引に関する会計基準に従い、賃貸借契約期間にわたって計上しております。

4



2 収益認識に関する注記
(1)収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方金引こ係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計蜘 に記載のとおりでありま

丸

3 貸借対照表に関する注記
(1)有形固定資産の減価償却累計額
(2)関係会社に対する短期金銭債権
(3)度腸ミ会社に対する短醐]笞灘釘責務

6,444,323千円

289,005千円

51,213千円

4 損益計算書に関する注記
(1)関係会社との取引高

営業取引     売上高         132,651千円
販売費及び‐般管理費 1,284,791千円

営業取引以外の取引             16,265千 円

5 株主資本等変動計算書に関する注記
当該事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式 39,600株

6 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、減損損失、減価償却限度超過額等であり、全額評価l生引当額を計

上しておりま丸

7 金融商品に関する注記
(1)金融商品の状況に関する事項
当社は、余裕資金が生じる場合の資金運用については、短期的な預金及び株式会社 JR束日本マネ

ジメントサービスのキャッシュマネジメントシステム (CMS)への貸付に限定しており、資金調達に

ついては、CMSからの借入によつて資金を調達しております。
営業未収金に係る取引先の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスクの低減を図

っております。

また、投資有価証券は、主として取引先企業の株式であります。

借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金でありま丸

(2)金融商品の時価等に関する事項
2034年 3月 31日 における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。また、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。なお、現金及び預金、営業未収

金、未収金、短期貸付金、買掛金、未払金、売上預り金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に

ほぼ等しいことから、注記を省略しております。
(単位:千円)

貸借対照表計上額 (※) 時 価 (※) 差 額

①  差入保証金・敷金 1,378,998 1,226,356 (152,642)

② 長期借入金 (1,278,400) (1,277,594) 806

③  預り預託金 12,565,769) 12,494,995) 70,773

④  リース債務 14,302) 14,269) 32

(※)負債に計上されているものは、()で示しております。

(注 1)金融商品の時価の算定方法

①差入保証金・敷金

差入保証金・敷金の時価については、将来キャッシュ・フローを信用リスク等加味した利率

で割り引いて算定する方法によつております。

②長期借入金

長期借入金の時価については、将来キャッシュ・フローを、同様な新規取引を行った場合に

1 想定される利率で割り引いて算定する方法によつております。
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③頭り預託金

預り預託金の時価については、将来キャッシュ・フローを信用リスク等加味した利率で割り
引いて算定する方法によらております。
④リース債務

リース債務の時価については、将来キャッシュ・フローを信用ジスク等加味した利率で割り
引いて算定する方法によっております。
(注 2)長期借入金及びリース債務に係る貸借対照表計上額及び時価イこついては、1年内の返済額を含ん
でおります。

8 賃貸等不動産に関する注記
(1)賃貸等不動産の状況に関する事項
当社は、東京都大田区、神奈川珂 II崎市に賃貸マンション等を有しております。

(2)賃貸等不動産の時価等に関する事項
(単位 :千円)

(注 1)貸借対照表計上額は、 らヽ減価償却累計額を控除した金額でありま坑
(注 2)時価は、適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく金額等を採用しております。

9 関連当事者との取引に関する注記
(1)親会社及び法人主要株主等

(単位 :千円)

(2)兄弟会社等

(単位 :千円)

6

貸借対照表計上額 時   価

賃貸等不動産 87,646 290,573

属 性 名  称 隷 権等の肺

翻馘有)割合
関連当事者

との関係

取引の

内容

取引の

熱
科 目

期末

残高

親会社 東日本旅客鉄適脚

嚇

直接

間接

79.5%

5.0%

建物土地

の賃借

切 |1店・蒲

田店の建物

土地賃借

1,149,350 未払金 139

工事の受

託

建物設備維

持管理業務

受託等
1,132,978

未収金 270,311

属 性 名  称 鶉 の戸)〒有

翻繭賄う割合

関連当事者

との関係

取引の

内容

取引の

錬
科 目

期末

残高

親会社の

子会社

」R束 日本ビ
ルテック仰

な し

固定資産の

購入及び撤

去

固定資産

貝毒入
22,150 未払金

鶏
統括管理

委託・修繕
859,847 未払金 279,214



親会社の

子会社

酬ビューカー

ド
な し

ク レ ジ ッ

ト・電子マ

ネー・びゆ

う商品券取

号|

クレジット

等取扱
19,385,029

営業

未収金
1,336,337

支払手数料 435,039

び ゅう商品

券受取手数

料

744

その他の関

係会社の子

飢

l抑阪急建装 な し

固定資産の

購入及び撤

去

固定資産

胞 く
277,789 未払金 352

固定資産

撤去
107,297 未払金 506

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注 1)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し、価格交渉の上で決定しております。
(注 2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

10 1株当たり情報に関する注記
(1)1株当たり当期純利益
(2)1株当たり純資産額

8,156円 48銭

42,542円 24銭
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第 27 期

計算書類の附属明細書

自 2023年 4月  1日

至  2024年 3月 31日

ジエイアール東日本商業開発株式会社



1 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(注)1当期増減の主なものは、次のとおりであります

(1)建物附属設備の増加

蒲田店改装工事

立川店改装工事

(2)器具及び備品の増加

蒲田西館集中レガ 21,957千円268,118千円

115,115千 円

2 引当金の明細

減価償却

累計額

期 末

取得原価
当 期

償却額

期 末

帳簿価額
当 期

増加額

当 翔

減少額
区

分 資産の種類
期 首

帳緯価額

1,869,7791,059,134 810,64516,851 46,1081,121,593建  物

4,687,088 5,938,96292,222 1,251,873402,539 787建物附属設備 942,344

25,739147 25,59129177構築物

1,119,901374,476 745,4250 60,512器具及び備品 394,078 40,910

75,89875,898土  地 75,898

139,3494,546 134,80314,04818,594リース資産

40,769 40,800428 3131 20,989その他 21,417

9,210,4312,766,107 6,444,32338,127 213,3482,574,102 443,481

有

形

固
定
資

産

計

114,123 231 98038,533 117,80712,306 180ソフトウェア 144,214

37,04637,04617,844 1,58019,424リース資産

1,354 1,3774 22その他 27

270,354152,52440,118 117,829163,666 12,306 18,024

無

形
固
定

資

産

計

区 分 翔首残高 当期増加額

当期減少額
期末残高

目的使用 その他

賞与引当金 84,558 39,357 34,558 39,357

退職給付引当金 180,865 20,222 10,124 190,963

1



3 販売費及び一般管理費の明細

科   目 金   額
702,803

49,106

348,028

113.312

45,604

39,357

20,222

79,673

7.497

841,833

569,948

140,750

69,868

59,659

413

1,193

1,056,241

680,144

61,012

135,801

1,083

35,365

3,033

425

41,840

983

2,331

16,290

8,639

3,122

250

7,787

39,362

18,767

1,149,365

1,330,487

9671

028

253,467

5,854

人件費

業務委託費

役員報酬

構内営業料

給与手当

その他

出向者負担金

駐車場サービス費

賞与

保険料

賞与引当金繰入額

寄付金

退職給付費用

研修費

法定福利費

諸会費

その他

部外者報酬

物件費

旅費交通費

電気料

運搬費

水道料

通信費

ガス料

会議費

備消耗品費

交際費

被服費

支払手数料

図書印刷費

販売促進費

諸経費

広告宣伝費

賃借料

機器等借料

租税公口呆

減価償却費

長期前払費用償却

合 計 5 494,049
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あずさ監査法人

計算書類等及び監査報告書

ジェイアール東日本商業開発株式会社

第27期

自   2023

至    2024

有限責任 あずさ監査法人

2024年 5月

本監査報告書 (電子署名が付されているものを含む。)については、法令等に基づき利用す

る場合及び行政又は司法機関の命令若しくは要請等に応じる場合を除き、当監査法人が指

定する事前の書面による承諾なく、Wあ掲載を含む転載等又は第二者に対して報告書等の

全部若しくは一部を聞わず開示、引用、要約、翻訳、言及若しくは配布してはならない。

鼻:監鞘ξ仔辞絲:!鮒乱1釧盤躍ヽ:堺粗l吊:器!守留鞘:締R:子命r冊 :‖IIヨ|:lllttfi置】
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独立監査人の監査報告書
2024年 5月 20日

ジェイアール東日本商業開発株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士  吉  田 秀  樹

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第 2頂第 1号の規定に基づき、ジェイアール東 日本商業開発株式
会社の2023年 4月 1日 から2024年 3月 31日 までの第27期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書 (以下「計算書類等」
という。)について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行つた。
監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容
を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。

碧監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。



計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する
こと

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基

づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
こと

にある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場

から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可

能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見

込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従つて、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではなぃが、監

査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関

連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によつて行われた会計
上

の見積 りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して

重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要

な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性

がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基

準に準孝処しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内

容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
の事

項について報告を行 う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係

はない。

 ヽ                             以 上



2024旬と5月 27日

ジェイアール束日本商業開発株式会社

代表取締役社長 石 黒 陽 一 様
ジェイアール束日本商業開発株式会社ネ

特定監査役 深 沢 信 瀬て|

監査報告書の提出について

私たち監査役は、会社法第 381条第 1項の規定に基づき監査報告書を作成いたしました

ので、別紙のとおり提出いたします。

以上



監 査 報 告 書

私たち監査役は、2023年 4月 1日 から2024年 3月 31日 までの第 27期事業年度におけ

る取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監

査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1.監査の方法及びその内容

(1)私たち監査役は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から相互に監査の実施

状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執

行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)各監査役は、監査役監査の基準に準拠し、監査方針、職務の分担等に従い、取締役、

内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備

に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説口月を求め、重要な決裁書類等を閲覧して本社及

び事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

② 事業報告書に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会

社法施行規則第 100条第 1項及び第 3項に定める体制の整備に関する取締役会決議

の内容及び当該決議に基づき整備されている体制 (ノ ]ヽ都統制システム)について、取締

役及び使用人等からその構築及び運用状況について定期的に報告を受け、必要に応じ

て説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 事業報告書に記載されている会社法施行規則第 118号第 5号イの留意した事項及び

同号口の判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、

その内容について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検

証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ

て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す

るための体制」(会社計算規則第 13と 条各号に掲げる事項)を
「監査に関する品質管理

基準」(企業会計審議会)等に従つて整備している旨の通知を受け、必要に応じて説
日月を

求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類

(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明

細書について検詞
・いたしました。



2.監査の結果
(1)事業報告等の監査結果 `

① 事業報告及びその購属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい

るものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事

実は認められません。

③ 内部統制システムに関する験結役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内

部統制システムに関する事業報告の記裁内容及び取締役の職務の執行にういても、指

1蘭すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引にっいて、当該取引をするに当たり当社
の利益を害さないように留意した事項及び璃該取引が当社の利益を害さないかどうかに

ついての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

(2)計算書類及びそめ附属明細書の監査結果

会計監査人 有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024今i5月 27日

ジェイア‐ル東日本商業開発株式会社

常勤監査役

監 査 役

泰災権科祭,

ホ盈柔鐙



本書は原本であります。

2025年 2月 20日

東京都渋谷区代々木二丁目2番 2号

東日本旅客鉄道株式会社

代表取締役社長  喜■勢


